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             紀美野町第１回定例会会議録 

             平成２８年３月２３日（水曜日） 

――――――――――――――――――― 
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 開 議 

○議長（小椋孝一君）    規定の定足数に達しておりますので、これから３月１７日

の会議の引き続き、本日の会議を開きます。 

（午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――― 

○議長（小椋孝一君）    本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

◎日程第１ 議案第３４号 平成２８年度紀美野町一般会計予算について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１、議案第３４号 平成２８年度紀美野町一般会計

予算について、議題とします。 

  歳出の第４款まで質疑が終わっております。 

  本日は、前回の会議に引き続き、歳出、第５款から質疑を行います。 

  この際、先般も申し述べましたが、質疑とはということで、議題に供される事件につ

いて質疑をただすものであります。単なる内容説明、確認は質疑ではありませんので、

議員各位の皆さんには、十分注意をしていただいて、質疑を行っていただきたいと思い

ます。 

  質疑をする際には、まずマイクを自分の方向に向け、ページ数を言って質疑をしてく

ださい。 

  それでは歳出、第５款から第６款について、質疑を行います。 

  ３番、七良浴 光君。 

（３番 七良浴 光君 登壇） 

○３番（七良浴 光君）    おはようございます。６９ページ、５款、１項、３目、

７節の賃金、１４２万７,０００円が臨時雇用ということで置かれておりますが、この

臨時雇用者の業務内容等についてお願いしたいと思います。 

  それから、７６ページ、５款、４項、１目、７節の、これも同じく賃金でございます。

３,０２４万円の予算計上でございます。その説明の中で、地域おこし協力隊と集落支

援員、それぞれ予算計上されておりますが、協力隊員と支援員の人数と、どのような活

動を予定されているのか、よろしくお願いしたいと思います。 

  それから、７７ページ、同じく５款、４項、１目、１９節の負担金、補助及び交付金

の説明の一番下段のＵターン奨励金、１００万円計上されております。このＵターン奨

励金の支払い、どういうような条件が設けられているのか、Ｕターン奨励金を支給して
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いただくには、どういうような形でなければ、奨励金をいただけないのかということに

ついて、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上、よろしくお願いします。 

（３番 七良浴 光君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    産業課長、大窪君。 

（産業課長 大窪茂男君 登壇） 

○産業課長（大窪茂男君）    おはようございます。七良浴議員の御質疑にお答えい

たします。 

  ６９ページの５款、１項、３目、農業振興費の７節、賃金でございます。１４２万７,

０００円ということでございますが、業務内容はということでございます。中山間直接

支払い事務で８カ月分、それから米の直接支払い事務で３カ月、それから多面的機能支

払い事務で１カ月ということで、現場確認、あとデータ作成であったり、県の補助金の

申請事務の補助でございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（産業課長 大窪茂男君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    まちづくり課長、西岡君。 

（まちづくり課長 西岡靖倫君 登壇） 

○まちづくり課長（西岡靖倫君）    七良浴議員の質疑にお答えいたします。 

  まず、７６ページ、５款、４項、１目の７節、賃金において地域おこし協力隊支援員

の賃金について説明させていただきます。 

  紀美野町地域おこし協力隊員は、現在３名、集落支援員は４名おります。その方たち

に加えて、平成２８年度におきましては、紀美野町の過疎地域対策事業をやってる５地

域を中心に、または行っている事業に対して、地域に対して、新規の隊員の採用を配置

していく予定にしております。 

  それから、集落支援員においては、現在定住または移住または交流関係のことについ

て対応していく予定でございます。 

  この新旧隊員合わせて１０名程度にしていく関係上、今回の山村振興費における予算

というのは、大変アップしております。平成２８年度予算におきましては、前年比に対

して地域おこし協力隊に関しては３倍程度になっております。 

  隊員導入によって地域が活気が出て、次の世代のことを考えていただけるようなこと
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を考えておりますので、御理解していただけたらと考えております。 

  ２番目の御質疑のＵターン奨励金におきましては、今までＩターンという方たちを中

心に行ってきた事業が日本全国的にも多い中で、Ｕターン施策も大事かと考えた中で、

紀美野町へ定住することを目的にＵターンしてくる方を対象に助成するものでございま

す。 

  ５年以上、紀美野町から外に出ておられて、そして帰ってきた方に対しての奨励金を

考えております。また、帰ってきた方は町内で５年以上住んでほしいということも、ず

っと住み続けてほしいということも考えた事業でございますので、予算におきましての

内容としましては、１世帯当たり５万円の奨励金と世帯員の数が２名以上ある場合は、

５万円に世帯員のうち１名を除いた世帯員１名につき１万円を加算した額で奨励金を交

付していくものでございます。わかりやすく申し上げますと、１世帯２名の場合は６万

円、１世帯３名の場合は７万円の奨励金が交付されるわけでございます。紀美野町から

出ていった方々が１人でも多くの方がＵターンしていただきたく、新規に事業を計画し

たものでございます。 

  以上、簡単ですが、質疑の答弁とさせていただきます。 

  済みません、地域おこし協力隊員は、ことし１０名、それから集落支援員は４名を予

定しております。 

（まちづくり課長 西岡靖倫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ３番、七良浴 光君。 

○３番（七良浴 光君）    ３目、７節の臨時雇用の件については理解できました。 

  今の５款、４項、１目、７節の、協力隊員が本年度は１０名分の人件費ということで

理解できました。 

  この中で、説明をしていただいた中で、過疎地域を対象に活動をしていくというお話

でございますが、現実として、地域おこしを既に実施されている地域、また今後、実施

をしていこうという準備をしている過疎地域もあろうかと思いますが、その地域も協力

隊員さんを配置するという考えであるのか、再度お伺いするとともに、集落支援員さん

は、現在も４名で活動、定住・移住の業務に従事されているということでいいのか、再

度、お伺いするのとともに、Ｕターン奨励金については、一応、１００万円という金額

ですが、ただいま説明を受けた中で、ちょっとどれだけの世帯の人数が明確になってな

いので、予定ということで結構ですので、何世帯を想定されているのか、再度お伺いい
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たします。 

○議長（小椋孝一君）    まちづくり課長、西岡君。 

○まちづくり課長（西岡靖倫君）    七良浴議員の再質疑にお答えいたします。 

  本年度、地域おこし協力隊員におきましては、現在、３名の方が活動しておりますけ

ども、新たに７名の活動を新規の地域または地域おこし協力隊員を必要とされる地域に

おきましては、今の３名プラス７名で、１０名のうちの方たちの枠を広げて活動の地域

に入っていきながら、新たな隊員を必要とする場合においては、新規隊員も配置してい

こうかなと考えております。 

  集落支援におきましては、地域おこし協力隊から集落支援に移動された方を含めた中

で、移住・交流の関係のこともありますけども、地域おこし協力隊員の補佐的なことも

していただこうかなと考えております。 

  それから、Ｕターン奨励金の関係ですけども、平成２６年度におきまして、５０歳未

満のＵターン者数を、このＵターン奨励金におきましては、５０歳未満ということを予

定しております。その中で、対象世帯数は現在のところ、平成２６年度におきましては

２６世帯ございます。２６世帯を単純に勘定しますと１００万円を超えてしまうのです

けども、その中で、推測ですけども、非対象になられる方というのを２５年度、２６年

度との中での比較をしてみた場合に、大体２０世帯以下ぐらいになろうかな、もしかし

たら超えるかもわかりませんけども、大体そういうところから奨励金の数を計算してみ

ました。そういう、２５年度、２６年度の対象世帯数を拾った中での数でございます。 

  以上、簡単ですが、答弁とさせていただきます。 

  対象世帯数は２６世帯のうち、非対象になる世帯は７世帯程度になりますので、その

中で、１００万円程度と計上させていただきました。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございますか。 

  ６番、西口 優君。 

（６番 西口 優君 登壇） 

○６番（西口 優君）    おはようございます。６９ページの一番下段にある特定外

来生物処分手数料１１万１,０００円、わずか１１万１,０００円でどんなことができる

のかいなと、こういうふうに思って、ちょっと詳細を尋ねたいと思います。 

  それと、７３ページの地籍調査委託料、６,６９６万円という部分ですけど、実際に

は、その地主らが立ち会うてせんなんかなと、地籍調査についてはね。だから、どうい
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うふうな形の業者委託になってんのかもわからんけど、これただ単純に計算したときに、

１年間、３６５で割ったら１日２０万円近く要るような理屈になってる。だから、それ

だけ実動してるのかなと、ただ業者にそれだけの手数料がかかるのかもわからんねんけ

ど、そういうことについて尋ねたいと思います。 

  ７５ページの、一番下段にある貴志川漁業組合アユ放流補助金の２５０万円とアマゴ

１５万円、以前に比べて、かなり釣り人が減ってるような気がする。多分、それこそ、

ウが邪魔してるのかもわからんけど、何か釣り人が減ってるということについて、みん

な、利用者の減ってるんじゃないかなと思ってしまって、その補助金に対しての利用者

数というのはどないなってんのかなと思ってしまうんですよ。実際に、川でそんなに釣

り人を見てない。私らも、数年前はたくさんの釣り人があって、あっ、これやったら納

得するという部分があったんやけど、補助金は同じように出してるのに、集客数という

んかね、そういう部分が少なくなってるような気がするけども、それについてはどう考

えてるんか、ちょっと尋ねたいと思います。 

  それと、７７ページの紀美野定住を支援する会補助金という、この５０万円の使われ

方ですね、それとか、紀美野婚活支援事業補助金の５０万円、これについても、年齢制

限というのを多分設けてると思います。だけど、出産適齢期というのは、そらもちろん

あって当たり前なんやけど、結婚適齢期ということについては、年齢制限というのはな

いような気がすんねんけど、そういうふうな認識、ちょっとそらまあ仕方ないと言えば

仕方ないんやで、その辺の認識をちょっと尋ねたいと思います。 

  それと、７８ページのシルバー人材センター補助金５００万円、この補助金というぐ

らいやけ、その使われ方、もちろん人件費として割ってしまうということはあり得やん

ねんけど、使われ方として、どういうふうなことの使われ方をしてんのか尋ねたいと思

います。 

  それと、７９ページの山の家おいし等整備工事設計監理委託料１６０万５,０００円

と、山の家おいし等整備工事１,６３６万６,０００円という部分、決して反対してるわ

けじゃないんやけど、こういうふうに山に元を入れる、確かに費用に対しての、山を大

事にしてくれてる人らに対する利用者の費用対効果という部分が、何となく漠然として

いるようなもんで、実際のところ、元入れせんなんは、どういう効果があるのかと、そ

ういうふうに思ってしまうんですよ。確かに、現実に山があって、それを、そら自然を

大事にしていくというのはわかるねんで、だけど、ただもう入れるばっかりという感覚
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もあるんでね、何かいい方法というのを、この費用のかかりにくい方法でいい方法があ

れば、それにこしたことないと思う。だから、こういうふうな形でお金を入れることに

対して、実際には、今の構造物を撤去するための工事やと思うんやけど、だからという

て、利用者、山を大事にする人らに対しての利用者のメリットというのはあんまりない

ような気がする。せっかくつくったものを取ってしもうて、それやったら最初つくった

ときは何やったんやって、こういうふうになってしまうんでね。だから、もうちょっと

使われ方が、ちょっと釈然としにくい。それは、現実につくられているもんであって、

それが危なくなったら取らなしゃあないって、それはわかるんねんけど、だけど、そう

いうふうな構造物やったら、何のためにつくったんかいなと思うてしまうんでね、だか

らその辺の、ちょっと意見を聞かせてもらいたいと思います。 

（６番 西口 優君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    産業課長、大窪君。 

（産業課長 大窪茂男君 登壇） 

○産業課長（大窪茂男君）    西口議員の御質疑にお答えいたします。 

  ６９ページの３目、農業振興費、１２節、役務費の特定外来生物処分手数料１１万１,

０００円ということでございます。これにつきましては、アライグマの捕獲したものを

殺処分するものでございまして、和歌山市の動物病院でお願いをしてございます。１頭

３,７００円の３０頭見込んでございます。 

  それから、７５ページの５款、３項、１目、水産業振興費でございます。貴志川漁業

組合のアユ放流の補助金、それからアマゴの放流補助金でございます。アユに関しては、

８４０キロですか、放流を見込んでございます。それから、アマゴについては、成魚を

２００キロ、稚魚を５,０００匹ということで見込んでございます。それで、釣り人が

減ってるということでございますが、アユに関しては、天候に非常に左右されるものが

多く、そのときの川の状態にもよるんですが、２７年度におきましては、アユ釣り客が

６４６人ということで、前年よりか２４５人ほどふえてございます。 

  特に、日券におきましては、昨年の２.９倍ということで、多くなってるということ

でございます。アマゴにつきましては、５３人ということで、前年に比べて減ってるよ

うな状況でございます。何しろ、天候に左右されますので、天候と水量ですね、水量の

状態がよければ、釣り人もふえるんじゃないかなと思ってございます。 

  それから、７７ページの婚活支援事業の５０万円でございます。婚活につきましては、
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平成２１年度から実施をしてございます。２７年度におきましては、１０組のカップル

が成立してるところでございます。この年齢制限につきましては、できるだけ若い人に

来ていただいて、成立して、お子さんをつくっていただきたいという願望もありますの

で、できたら、若い人ということに限定はしたいんですが、徐々にやっぱり年齢におき

ましても、そのときそのときに考えなくてはならないのかなと思ってございます。でき

れば、希望としては若い人にということを願っております。 

  それから、７８ページのシルバー人材センターの補助金５００万円でございます。こ

れについては、平成２７年３月現在ですが、会員が１４９名、それから受託事業として

４,７７３万７,０００円ということで、前年に比べて１３％程度ふえてございます。各

紀美野町の委託される方、草刈りであったり、家の盆栽の剪定であったり、いろんな委

託を受けるわけでございますが、それに対しての補助金ということで御理解をいただき

たいと思います。 

  それから、７９ページの１３節、委託料、山の家おいし等整備工事設計監理費でござ

います。１６０万５,０００円、それから、１５節の工事請負費、１,６３６万６,００

０円でございます。この山の家おいしにつきましては、平成２年の１０月に新設されて、

もう２６年が経過し、老朽化とともに、修繕の箇所が多くなってまいりました。今回、

この工事におきましては、屋根の全面改修、それから外壁の塗装工事、それから内部の

一部の倉庫、トイレの改修、それから周辺に擬木のフェンスがあるんですが、この柵も

ちょっと老朽化してまして、危険な場所もありますので、こういった箇所の修繕工事を

行いたいと考えてございます。 

  年間８万人という、多くの人が訪れてございます。さらに、建物を充実させて、観光

客にどんどん入っていただきたいと考えておりますので御理解をいただきたいと思いま

す。 

（産業課長 大窪茂男君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    まちづくり課長、西岡君。 

（まちづくり課長 西岡靖倫君 登壇） 

○まちづくり課長（西岡靖倫君）    西口議員の御質疑にお答えしたいと思います。 

  ７７ページの１９節の紀美野定住を支援する会の補助金の内容に関して、事業等、や

っていることを御説明申し上げます。 

  平成１８年度から始まっておりますこの事業におきましては、紀美野町への定住・移
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住を進めるための事業を何点かやっております。Ｉターンをしたい方の地域の受け入れ

をするための体制づくりにおけることをやったり、または空き家の改修に興味のある方

たちの勉強会を行ったり、農業関係の家庭菜園をやりたい人、または農家としてやって

いきたい人の手始めの勉強会を行ったりしております。 

  移住推進のための大阪、または東京での、和歌山県が主催する田舎暮らしフェアに参

加したりということで、地域の定住者を連れていって説明していただいたりということ

も行っております。 

  それから、和歌山大学と一緒になりまして、地域説明会も各地域で行っております。

定住に理解していただく、または空き家の確保をするための協力をお願いしにいってる

というようなことを行っております。 

  定住者の交流会というのもやっております。移住してきた方たちと地域の人たち、そ

の年にお世話になった地域の人たちとともに、移住・定住のことを理解していただくと

いうことを考えた交流会の開催などもやっております。 

  それから、生活体験施設というところの維持的なこともやっております。ホームペー

ジの監理を行ったり、いろいろな地域の情報を収集するための活動を行っておるのが現

状でございます。 

  以上、簡単ですが、西口議員の質疑にお答えとさせていただきます。 

（まちづくり課長 西岡靖倫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 

○建設課長（井村本彦君）    おはようございます。私のほうは、７３ページをお願

いします。 

  西口議員御質疑の５款、１項、６目の１３節、委託料の地籍調査委託料の６,６９６

万円についてお答えさせていただきます。 

  これに関しましては、３班の地籍現地調査を行っているうちの２班を毎年委託してい

るものでございますが、積算基準につきましては、和歌山県地籍調査運用基準により積

算いたしまして、入札により契約しているものでございます。当年度におきましては、

３.８平方キロメートルの調査地域のうち３.２６平方キロメートルを委託によって行う

ということになってございますので、御理解を賜りたいと思います。 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。 
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（建設課長 井村本彦君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ６番、西口 優君。 

○６番（西口 優君）    この地籍調査の委託料ということはわかったんですけども、

実際に現地へ、地主の人らは無料の出動ということになるのかなというふうな部分、ち

ょっとその辺だけ尋ねたいと思います。 

  それと、シルバー人材センターの補助金、１４９名で４,７７３万円という部分があ

ったというけど、これは実際にこの５００万円というのは、組合の維持費に使われてる

ということなんですかね。実際問題として、そういうことなんだけ、ちょっと尋ねたい

と思います。 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前９時３２分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前９時３３分） 

○議長（小椋孝一君）    産業課長、大窪君。 

○産業課長（大窪茂男君）    西口議員の再質疑にお答えいたします。 

  シルバー人材センターの補助金ですが、県の補助金と町の補助金、同じ額あります。

そこへ事業をいろいろ受ける、受託費もあります。それらを合わせたうちの支出に対し

ての中なんで、ちょっと色分けというのははっきりわからないんですが、人件費もあれ

ば、材料費であったり、いろんなことになろうかと思います。 

  県の補助金、町の補助金、それから受託を受けたお金ということで御理解いただきた

いと思います。 

○議長（小椋孝一君）    ６番、西口 優君。 

○６番（西口 優君）    済みません、ちょっと私、理解不足なんやと思うけど、要

は、シルバーで受けるときに、先方との話の中で幾らという形で受けてくると思います。

そうしたら、そのお金は、当然、実動した人らが分けるもんやと思うてんねんけど、そ

れプラスシルバー人材、組合のほうからもプラスして渡してるということなんですかね。 

○議長（小椋孝一君）    町長、寺本君。 
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○町長（寺本光嘉君）    西口議員の再々質疑にお答えをいたします。 

  たまたま、私もシルバー人材センターの理事長をやっておりますので、そうした観点

も含めてお答えをいたしたいと思いますが、実は、このシルバー人材センター、平成１

９年に設立をいたしまして、そして３年間で法人化をしていこうと、法人化することに

よって、国の補助金を受けられるやないかという中で、実は、３年でその大きなハード

ルがございまして、年間５,０００時間、そして会員数は１００名以上という、そうし

たハードルをクリアして、法人化をいたしました。そして、法人化をし、そして国の補

助金と、それから２分の１、それから町の補助金が２分の１ということで、５００万円、

５００万円、１,０００万円いただいておるというふうな状況でございます。 

  先ほど、議員がおっしゃられたように、皆働いて賃金取ってるやないかと、これは皆

さんに還元してるわけですね、働いた方に。それで、組合の運営というのは、この補助

金をもって運営してると。ただ、１０％だけ、働いた分の１０％はいただいております。

それと、この補助金で運営をしてるというのが実態でございまして、今、まだまだ年間

５,０００万円以上の収益を上げてると、その収益たるは、ほとんどが働いた方々にお

渡ししていると、こういうふうなことで、私の重要施策の中の一つでございまして、今、

お年寄りが働いて、そしてまた余暇を楽しんでいただくということでやってますんで、

ひとつ御理解賜りたいと思います。 

  以上です。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

  １番、南 昭和君。 

（１番 南 昭和君 登壇） 

○１番（南 昭和君）    改めておはようございます。私のほうから、まず第１に、

先ほど、七良浴議員のほうから質疑もありましたが、７６ページ、５款、４項、１目、

７節の賃金の地域おこし協力隊と集落支援員について、先ほどの説明の中で、地域おこ

し協力隊が３名から１０名増員するという形で、約２.６倍ですね、２.６倍ほどの予算

計上を行っていると。そういった中で、１０名ということで、私の記憶している、今現

在の町内の地域おこしというのは、町内５地区、長谷・毛原、小川、上神野、志賀野、

真国と、それとほかに、生石山の大草原保存会とか、それでリバーサイドフェスティバ

ルと、この七つぐらいかなと思ってます。そういった中で、人員を７名ふやすというこ

とは、今現在、そういった形に割り振るんかというのを、もう一度だけ確認させていた
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だきたいと思います。 

  それと、集落支援員につきましては、２７年度では４名、２８年度でも４名というこ

とです。２７年度予算では７００万円、２８年度では８６４万円ということで、人数が

同じであって、１６２万円の増額という、ちょっとこのことについて、説明をお願いし

たいと思います。 

  それと、次に７７ページの１３節の委託料です。まちづくり推進事業委託料として９

５万円、地域おこしコーディネート委託料として７０万円というのを計上されてます。

これは、去年と大体同額の予算計上になってるんですけども、ちょっと、事業委託の内

容についてお聞きしたいと思います。 

  ３つ目といたしましては、７８ページ、６款、１項、１目、１９節の負担金補助及び

交付金の中で、町商工会補助金が９０４万８,２００円という計上です。２７年度にお

いては１,１１０万円でした。ざっと２００万円の減額になっております。この説明と、

そして補助金、算定額の根拠というんですか、それをちょっと教えていただきたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。 

（１番 南 昭和君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    まちづくり課長、西岡君。 

（まちづくり課長 西岡靖倫君 登壇） 

○まちづくり課長（西岡靖倫君）    南議員の御質疑にお答えしたいと思います。 

  ７６ページの地域おこし協力隊員、集落支援員の内容等の説明をさせていただきます。 

  現在、３名でございます地域おこし協力隊員を７名に増員するという理由は、各地域

に７名を割り振りするということを基本的には考えてますけども、７地域じゃなしに、

５地域を今現在考えております。そのほかに、和歌山大学との関係で、教育的分野にお

いて協力隊員を導入しようかと考えているところもございます。だけど、それは現在の

考えであって、地域おこし協力隊員の必要とされるところによっては、１人が２人にな

って、また将来１人が２人になってというようなことも考えていかなければならんこと

かと考えております。 

  それから、集落支援員においては、現在、４名ございますけども、維持しているので

すけども、１６０万円増という理由におきましては、集落支援員の活動等におきまして、

活動費を考えてます。その活動費と申しますと、地域おこし協力隊を支えるためにいろ

いろな分野で大きく変わってる関係は、集落支援員が４名のうち２名は、１年の途中か
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ら前年度は７月までの方が１人と８月までの１人が、それぞれ２人の方の予算が、半年

分の予算というのが本年度加算されておりますので、１６０万円ふえたというのは、本

来であれば１年を通じてすれば、前年度と変わらなかったんですけども、そこの点が変

わってきております。 

  それから、まちづくり補助金の、７７ページにおきます９５万円とコーディネート委

託料の７０万円におきましては、まちづくり事業委託料と申しますのは、まちづくり推

進協議会におきまして、地域の現在置かれてます７.４ヘクタール分の地域の美しい郷

づくり部会における植栽しております地域の草刈りから、植栽、それから獣害対策等を

行っている費用を考えております。 

  それから、地域おこし協力隊のコーディネート料と申しますのは、新規採用者が大変

多くなりますので、その人たちの研修会、昨年から行っております地域おこし協力隊の

受け入れのための事業ということで、議員皆さんにも参加していただきまして、１月２

４日のシンポジウムがその中の一環でございますけども、そういった地域、それから地

域おこし協力隊、それから行政というところの、勉強をしていかないと、いろんな面で

改善されなければならんこともございますので、そういったところに予算を考えている

ことでございます。 

  それから、地域おこし協力隊自身のステップアップになるような形で研修も考えてお

りますので、それを合わせた中でのコーディネート委託という形で計上させていただい

ております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（まちづくり課長 西岡靖倫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    産業課長、大窪君。 

（産業課長 大窪茂男君 登壇） 

○産業課長（大窪茂男君）    南議員の御質疑にお答えいたします。 

  ７８ページの６款、１項、１目の商工振興費、１９節、負担金、補助及び交付金の町

商工会補助金でございます。 

  商工振興事業補助金交付要綱による対象事業に対する補助でございまして、経営改善

普及事業、また地域総合振興事業というのがございます。経営改善普及事業では、職員

設置費に係る分は、県などの補助金の残額の１０分の１０以内、それから地域総合振興

事業におきましては、地域商工業の振興及び一般の福祉の増進等に取り組むための事業
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としまして、１０分の５以内ということに規定されてございます。 

  それで、この２０５万１,０００円ほど、昨年よりか減額になっておるんですが、こ

れにつきましては、商工会の職員６名ありましたのを、２名が退職されるということで、

職員４名と、そのうち、再雇用が１名ということでございます。その人件費の削減によ

りまして、商工会との協議により、決定させていただいたところでございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（産業課長 大窪茂男君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    １番、南 昭和君。 

○１番（南 昭和君）    地域おこし協力隊、集落支援員については、理解いたしま

した。そういった形で、今後とも地域のために、そういった地域の手助けちゅうのをこ

れからもどんどんどんどん奨励していっていただきたいと思います。 

  それと、商工会補助金、先ほど課長からの説明でしたら、１０分の５以内の範囲でも、

まあほとんど私の理解するところにおいてでは、人的補償といいますか、そういった意

味合いというのはかなり大きいと思います。現在、商工会においてでも、合併当時は職

員数が１０名ありました。そんな中で、ことしになって６名から２名が退職されて、１

名再雇用で５人体制で行うことになっております。そういった中で、商工会においては、

美里支所の閉館ということがこの４月から言われております。当分の間、本所において

そういった事業を行うと、けども本所についてでも、未耐震化とか、借地問題等ありま

して、最終的にはまた美里支所のほうに本所を移そうかという形で、何か私個人的には

かなり迷走しているなと考えております。 

  そういった中で、もう一度、商工会のあり方というのを見直してはどうかなと思うん

です。紀美野町でも、まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本的な考え方というのは、

人をつくって、その人が仕事をつくると、そして町をつくるというのが、それを確かな

ものにしようというのが基本的な考え方と思うんですけども、私はこの考え方の前の前

提として、人をつくる前には、やっぱり仕事が人を呼ぶと、それでその人が仕事を呼び

込むと、こういった好循環をしっかりと確立していかなければなりません。すなわち、

今の現在の紀美野町の状況を見据えた場合には、しっかりと仕事をつくらなければなら

ないと思います。しかしながら、現在の紀美野町で仕事をつくる、これは非常に難しい

ことです。それならば、私は９月の議会のほうでも質問させていただいたんですけども、

近隣の市町村なり、商工会としっかりとネットワークを組んで、連携して、仕事をつく
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るというよりか、仕事をする選択肢を与えるということに着目していってはどうかなと

思うんですよ。そういった中でやっぱり人を呼び込むと、そこからオリジナルブランド

としての仕事を創出していくという形でもっていくべきではないかと。そういったこと

を踏まえますと、私はそういったことで、商工会というのは、これからそういった仕事

の選択肢を与える意味、そういうことを踏まえた中でやったら、今後の商工会の担う役

割というのは非常に大きいと思うんですよ。そういった形で私は今後、しっかりと商工

会のほうに働きかけて、そういった近隣との、市町村との、商工会とのネットワークを

組めるような形でしっかりと動いていただく、仕事をしてもらうという形に持っていき

たい、そういうふうに考えております。 

  そういった事柄になると、今現在では、人的補償やと、平べったく言ったらそういう

ことなんですけども、その意味合いも兼ねて、今後そういった形で、商工会の動きとい

うのが変わってきたならば、そういった人的補償、１０分の５以内での９００万円とい

う形の、今回での予算ですけども、そういったことが本当に動いていったらば、実際、

もっと予算額の増額ということも執行部としては、町としては考えられているのか、そ

ういったことをお聞きしたいと思います。 

○議長（小椋孝一君）    町長、寺本君。 

○町長（寺本光嘉君）    南議員の御質疑にお答えをいたしたいと思いますが、議員

おっしゃられるとおり、本当にこれから地域おこし、またまちおこし、そして地方創生

という中で、この商工会の活動というのは、非常に大事です。そんな中で、この商工会

とは毎年、お互いに話をしながら、ことしはどういう事業をしていく、それじゃあ、ど

れぐらい要るんかということで、その話し合いをした中でこれを決定をしているという

ことでございます。議員おっしゃられるとおり、もっと活発に活動していって、そして

町全体を活性化していく、その源になってほしいということは、もうもちろんのことで

ございますが、また町としましても、これは決して渋ってるわけでも何でもございませ

ん。やはり適正な、そうした補助をやっているということでございますので、議員のお

っしゃられるそうした意図を十分今後も反映するように、指導していきたいと、そのよ

うに思います。 

  以上です。 

○議長（小椋孝一君）    １番、南 昭和君。 

○１番（南 昭和君）    今、町長のほうの答弁、非常にありがたい言葉だなと思い
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ます。 

  そういった中で、商工会も、私は仕事を創出する、選択肢を与えていくという意味合

いでの活動もそうですけども、やっぱりしっかりと紀美野町をＰＲしていくと、全国に

向けて発信していく、そういったことも必要かなと、最近ちょっと、商工会内にある観

光協会のホームページ、きみのめぐりコンシェルジュということで、ＫＩＭＩＮＯｎｏ

ｔｅというホームページがあります。これ、まちづくり課と地域おこし協力隊のもとに

よって作成されたものです。これ見ましたら、非常によくできてます。それと、ことし

の１月２０日からユーチューブでも配信されてますけども、紀美野町の観光協会のＰＲ

動画ですね、これを私も閲覧しました。「最高の‘ない’がここにある」というテーマ

での２分余りの動画なんですけども、今現在の閲覧者数が１万６,０００ぐらいですか

ね、この二月で１万６,０００やと、もっともっと拡散すればいいかなと思ってますけ

ども、正直、この動画を見たときに、私は非常に共感しました。それと非常にインパク

トがあったなと、やっぱりそういった意味合いでいうと、これからの商工会というのは、

そういった仕事の場を与えることもそうですけども、この町をしっかりと全国に向けて

ＰＲするためのイの一番の出先機関かなと、役所がこれをしても、なかなかうまく進む

ものではないと思う、商工会をフルに活用すると、そういった形で今後は、私はそうい

った形で商工会にしっかり働きかけていって、そういった中で商工会の方には、しっか

りと動いて仕事をしていただくということを進めていきたいと思いますので、そのこと

を踏まえた中で、今後の予算策定に当たっては、そのことも踏まえたままでお願いいた

します。 

  終わります。答弁はいいです。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございますか。 

  ８番、向井中洋二君。 

（８番 向井中洋二君 登壇） 

○８番（向井中洋二君）    ７６ページの４項、山村振興費の中の、１目山村振興総

務費の中の需用費の中の消耗品費の中に、説明資料の中に、地域おこし協力隊活動消耗

品費というのが載ってます。これについて説明をお願いしたいと思います。 

  それで、この地域おこし協力隊の活動消耗品費はあるんですが、集落支援員の活動消

耗品費というのは載ってません、これはどういうことかお伺いをします。 

  それと、その下にある集落支援員の食糧費ですね、１万４,０００円なんですが、地
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域おこし協力隊にとっても、この費用というのは要らないものかということをお伺いを

します。 

  それと、続きまして、１４節の中の住宅借上料の中に、説明資料の中に、集落支援員

住宅借上料というのが入ってます。私の認識によりますと、地域おこし協力隊員は四大

都市圏から採用していると、それで集落支援員については、地元採用ということで、ま

ちづくり課ができて、近くに一般質問でそういう説明を受けてますが、住宅借上料を上

げているということは、地域外から採用しているのかどうか、お伺いをします。 

  以上、お願いします。 

（８番 向井中洋二君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    まちづくり課長、西岡君。 

（まちづくり課長 西岡靖倫君 登壇） 

○まちづくり課長（西岡靖倫君）    向井中議員の質疑にお答えしたいと思います。 

  ７６ページの１１節の需用費の消耗品ですけども、地域おこし協力隊の活動費の中の

需用費ということで、地域おこし協力隊におきましては、１２１万６,０００円を予定

しております。その中で、内容としましては、一般事務用品、それから農業用ワークシ

ョップの消耗品、まちづくりのワークショップを行う消耗品と、隊員自身が行うワーク

ショップということで、それから隊員の活動用消耗品ということで、いろいろと細々し

たもの、たくさんありますけども、一般的な事務用品でございます。そういったものを

合わせて１２１万６,０００円と、それから集落支援員の１０万２,０００円というのは、

主に集落支援員というのは、主に地域おこし協力隊の活動の補佐をするということの意

味合いですので、集落の調査の費用とか、またイベント用とか、雑誌・書籍等を考えた

中でのものでございます。その中には、コピー用紙とか、トナーと申しまして、コピー

機の中の消耗品なんかも含まれております。 

  それから、１１節の中の食糧費ですけども、地域おこし協力隊に載っていなくて、集

落支援員に載っておるというのは、基本的には集落支援の食料費におきましては、地域

での説明会というのを各地域で行っておりますので、そのお茶代等を少しばかり計上さ

せていただいております。だけども、地域おこし協力隊の費用におきまして、食糧費を

計上することは好ましくないということを言われております。このことから、集落支援

員におきましては、計上しまして、地域おこし協力隊には計上していないというのは、

そこにあります。御理解いただけたらと思っております。 
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  それから、住宅借上料に関しまして、１４節の地域おこし協力隊の住宅等、集落支援

員の住宅ということで、これは地元採用ということで、前回の議会のときに申しておっ

たんですけども、現在、１人、紀の川市から集落支援員に来ていただいてます。この地

元というのは、正確には県内、紀美野町周辺地域、紀美野町内という意味から、地元と

申しました。改めて、これを含めて、地元の採用と言っていますことを御理解いただき、

誤解を招きましたことを訂正させていただきます。 

  それから、地域おこし協力隊においては三大都市圏並びに周辺地域からの採用という

ことになっております。それで、今回これが発生したというのは、地域おこし協力隊か

ら集落支援員にかわったときに、集落支援員の県外から来られている方のことを考えた

中での集落支援員の住宅借上料、地元で自分の家を持っていない人においての予算計上

とさせていただきました。 

  以上、簡単ですが、答弁とさせていただきます。 

（まちづくり課長 西岡靖倫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ８番、向井中洋二君。 

○８番（向井中洋二君）    その、ちょっと住宅借上料について、再度質疑させてい

ただきます。 

  地域おこし協力隊から、３年の任期を経て、その後、集落支援員に採用された方のた

めの住宅借上費用ということで、認識をしたらいいんですよね。それだけ、確認します。 

○議長（小椋孝一君）    まちづくり課長、西岡君。 

○まちづくり課長（西岡靖倫君）    向井中議員の再質疑にお答えさせていただきま

す。 

  そうでございます。地域おこし協力隊から集落支援員に移行した人の住宅でございま

す。 

  以上、簡単ですが、答弁とさせていただきます。 

○議長（小椋孝一君）    ８番、向井中洋二君。 

○８番（向井中洋二君）    それでは、地域おこし協力隊員が３年間で仕事を地元で

何かを起業するとか、そういったことで、進んだ中で集落支援員として、まだ引き続き

やるのか、それとも、もうただ地域おこし協力隊の任期が終わったんで、また町のほう

で集落支援員として採用っていうぐらいのことしか考えてないのか、最終確認をさせて

いただきます。 
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○議長（小椋孝一君）    まちづくり課長、西岡君。 

○まちづくり課長（西岡靖倫君）    向井中議員の再々質疑にお答えさせていただき

ます。 

  地域おこし協力隊から集落支援員の、今回の移行というのは、基本的には３年間でご

ざいますけども、集落支援員としてもう一、二年程度、集落支援員として活動をしてい

きたい、または、こちらもやっていただきたいというような中で、例えば、うちの商工

会のホームページをこしらえてる地域おこし協力隊を卒業された方が集落支援員に現在

も残っているという理由の一つとしまして、日本語のホームページを英語とか、または

韓国語、中国語、各国語にこれから変えていくということがもう一つ残っておりますの

で、そういう仕事の延長という中で、だけども、期限を決めてやっていけたらと考えて

おります。どうか御理解いただきますよう、お願い申し上げます。 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１０時０７分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時２０分） 

○議長（小椋孝一君）    ほかにございますか。 

  ５番、田代哲郎君。 

（５番 田代哲郎君 登壇） 

○５番（田代哲郎君）    それでは、引き続き、農林水産業費は、６８ページ、１項、

農業費の農業総務費で、１節、給料で、一般職給、９７１万２,０００円の計上です。

前年度当初予算での計上額は２,３３９万９,０００円の計上ですので、いわゆる農業を

担当する職員の体制がどうなって、農業担当がどんな状況になるのか、お願いします。 

  それから、６９ページに移りまして、負担金、補助及び交付金で、町農産物加工グル

ープ補助金、２３万４,０００円の計上です。これは、２６年の決算で３１万円という

決算額になっていると記憶してますんで、その役割から、非常に頑張ってくれてるとい

うこともあって、お金の問題だけやないんですが、補助金、ちょっと少ないんと違うか、

決算額ぐらいまでは引き上げる考えがないのかどうか、お願いします。 
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  それから、７１ページに移りまして、農業振興費、１９節、負担金、補助及び交付金

で、町農業経営支援事業補助金、８００万円の計上です。これが前年度４００万円にな

って、その前が８００万円になったりということで、実績とかを見てると、農業機械で

の補助というのが非常に多いように思いますが、この年度ごとに下がったり上がったり

ということで、８００万円の計上というのは、やはり、これぐらいは要るということな

んだろうと思うんですけど、どういう見通しと言ってもあれですけど、やっぱり農業機

械とかの補助が多いと見込まれるからということなのか、その辺をお願いします。 

  それから、同じく、青年就農給付金事業給付金が１,４２５万円の計上です。今年度

の就農状況はどうなってるのか、２７年度の就農状況はどうなのかということについて

お聞かせください。 

  それから、地籍調査については、７３ページで、委託料で、地籍調査委託料のところ

で、皆質疑をされてましたけど、６,６９６万円の計上なんですけども、この２８年度

での進捗率はどの程度考えておられるのかお願いします。 

  それから、７６ページの山村振興費で、山村振興総務費、これはもう皆さんずっと、

賃金ということで集落支援員と、それから地域おこし協力隊についての質疑をされてお

りました。集落支援員については、例えば民生費に計上されてる集落支援員というのは、

もう訪問事業で専門職を雇用しますということで、何をするというのがはっきりしてる

んですけど、なかなかそういうところがわかりにくいということもあって、質疑が集中

するんだろうと思います。お聞きしたいのは、現在までに地域おこし協力隊とかで、地

域との結びつきが深まって、何かここでやろうかということで、我が町に定住したとい

う実績はあるのかどうか、その辺だけお聞かせください。別に、そのために雇用するん

じゃないと思うんですけども、定住という話にいったことがあるのかどうか。 

  以上です。 

（５番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    産業課長、大窪君。 

（産業課長 大窪茂男君 登壇） 

○産業課長（大窪茂男君）    田代議員の質疑にお答えさせていただきます。 

  ６８ページの５款、１項、２目、農業総務費の２節、給料でございます。昨年と比べ

まして１,３６８万７,０００円の減額ということでございます。以前は６名ございまし

た。このうち、退職者２名の減と、まちづくり課の新設ということで、別会計になりま



－２３－ 

したので、この２名の減額でございます。２８年度は３名を見込んでございます。本庁

２名、支所での申請事務で１名ということで、３名を見込んでございます。 

  それから、６９ページの１９節、負担金、補助及び交付金で、町農産物加工グループ

補助金でございます。２３万４,０００円でございます。これにつきましては、加工グ

ループの運営費１８万円ということで、あと研修費用のバス代であったりとかいうこと

で、５万４,０００円見込んでおります。このバス代の変動による減額ということにな

ってございます。 

  それから、７０ページの１９節、負担金補助及び交付金の町農業経営支援事業補助金

８００万円でございます。２７年度におきましては、地方創生交付金の２６年度の繰り

越しで農業機械、２０％の補助ということで見込んでましたので、２７年当初予算には、

農業機械の補助は含んでございませんでした。そのため、その分の増額ということで、

８００万円ということになったものでございます。農業機械におきましては、平成２５

年度では５３件、平成２６年度では６１件ということで、大変好評を得ているところで

ございます。 

  それから、青年就農給付金事業給付金、１,４２５万円でございます。今後の状況と

いうことでございますが、２８年度におきましては、個人で５名、それから夫婦で３組

ということで１,４２５万円見込んでございます。２６年度、個人３名、それから夫婦

１組が就農されてるような状況です。ことし、相談を受けてる方もおられますし、今後

見込まれる方もおられますので、もう少し続くんじゃないかなと思ってございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（産業課長 大窪茂男君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 

○建設課長（井村本彦君）    ７３ページをお願いします。私のほうから、田代議員

の御質疑にお答えさせていただきます。 

  ５款、１項、６目の地籍調査事業費の１３節、委託料について、地籍全般の進捗率で

あったろうと思いますが、平成２６年度末でほぼ７６％ということでございます。多分、

平成２７年度末で約７７.５％ぐらいに達するということでございまして、現地調査に

関しては、平成３７年度の完了を見込んでございますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 
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  以上、簡単ですが、御答弁とさせていただきます。 

（建設課長 井村本彦君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    まちづくり課長、西岡君。 

（まちづくり課長 西岡靖倫君 登壇） 

○まちづくり課長（西岡靖倫君）    田代議員の御質疑にお答えしたいと思います。 

  ７６ページにおきます地域おこし協力隊員の定住はどうかという御質疑についてです

けども、現在、集落支援員になられてます２名においては、定住と捉えておりますので、

地域おこし協力隊から集落支援員ということで、しばらくこちらで活動していきたいと

いうことを申されております。 

  それから、１組、地域おこし協力隊で新たに採用された方で、奥さんの御実家に来ら

れてる方もおりますので、その人も定住と捉えれば、３名というようなことになります。 

  簡単ですが、御質疑に答えさせていただきました。 

（まちづくり課長 西岡靖倫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ５番、田代哲郎君。 

○５番（田代哲郎君）    一番気になるのは、農業総務費の中の給料が大幅に減額さ

れてるということで、今の説明では、３名になって、本庁２名、支所１名で農業の、そ

の人たちだけに全部任されるということではないんですけど、主に農業を担当するとこ

ろが減るということで、これで、この町の農業や林業の状況から考えて、将来、そうい

うまちおこしというか、農業の衰退を防ぐことが可能なのかどうかということが非常に

心配になって、そこまで減らしたのは、そんだけでもいけるよという見通しのもとにそ

ういう体制を組まれるんだと思うんですが、その件に関して、非常に心配なので、そう

いう見通しについてはどうなのかお伺いします。 

  それから、加工グループの補助金ですけど、そういうふうにバス代のあれで変わると

いうことで、運営資金ということで、それは仕方がないんかなと思います。 

  ただ、なぜこのグループのことを取り上げるかというと、残念ながら、例えば、今や

ってるブルーベリーの栽培であるとか、そういうことは本当はそういうものを蓄積する、

それをまたジャムに変えていくとかいうノウハウを蓄積するような事業があってしかる

べきだと私は思うんですが、ほかにないんで、高齢化が進んで、非常に大変なんですが、

一生懸命そういう事業に、例えばユズのジャム、マーマレードであるとか、そういう中

で加工のノウハウを蓄積していってるんで、やっぱりここは頑張ってほしいなというこ
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とで、いつも考えてるんで、やっぱりお金だけの問題ではないんですが、やっぱりそう

いう面でのサポートというのをしっかりやってほしいと思います。その辺についての、

もちろんそんなこと言われんでもわかってるということでしょうけど、答弁をお願いし

ます。 

  農業支援事業については、就農給付金なんですが、それなりに定着してると、ただ、

創生総合戦略では、５年間で１０人を目指すと、こうなってるわけです。それは目標だ

と言えばそうなんですけども、やっぱり我が町のこの補助の悪さとか、御存じのとおり、

棚田がどんどん山に返ってるという状況とか、なかなか適当な、つくりやすい農地がな

いという、これは実際に就農されてる人からも聞きましたが、そういうことから考えた

ら、やっぱり非常に大変なのだろうなと思うんです。だから、１０名を目指すというこ

とであれば、やっぱり今後もしっかりしたサポート体制というか、そういうことに、そ

ういうノウハウをきちっと支援できる産業課の体制というのが必要になってくるんじゃ

ないかと思うんですけど、そういうことから含めても、給料、この一般職給の減額とい

うのは、非常にそういうことで、今後の見通しについて、もう一度きちっとした考えを

聞かせてほしいと思います。 

  地籍調査はわかりました。 

  山村振興もわかりました。 

  以上です。 

○議長（小椋孝一君）    産業課長、大窪君。 

○産業課長（大窪茂男君）    田代議員の再質疑にお答えいたします。 

  ６８ページの農業総務費、給料でございます。これにつきましては、先ほど申し上げ

たとおり、退職者２名の減となっておりますので、職員の担当者を減らすということで

はございませんので御理解いただきたいと思います。 

  それから、６９ページ、加工グループの補助金でございます。加工グループにおきま

しては、ブルーベリージャムの作成であったり、いろんな加工品、６品目の加工をやっ

てございます。大変活発な団体であると思ってございます。それで、高齢化とともに、

作業内容の分担であったり、そういうことで、対処をしていただいているところでござ

います。 

  今後、ますます支援していかなければならないのかなと考えてございます。 

  それから、７０ページの青年就農給付金でございます。先ほど申し上げましたとおり、
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今現在相談を受けてる方もおられますし、今後見込まれる方もおられます。農地中間管

理機構の活用であったり、あらゆる国の施策、県の施策、補助金を受けながら、今後も

さらにサポートしていきたいと考えてますので御理解いただきたいと思います。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございますか。 

  １１番、美濃良和君。 

（１１番 美濃良和君 登壇） 

○１１番（美濃良和君）    私のほうから何点かお聞きしたいと思います。 

  皆さんがそれぞれお聞きされてきてるんですけども、一つは、６９ページで農産物加

工グループ、先ほど田代議員のほうからもありましたが、このグループ、何にしても高

齢化が進んでるということが前から言われてるんですけども、グループの方もふえたり

もしてるようなんですが、ここで、高齢化してるだけに、少しでも作業がしやすいよう

に、町として、そういうふうな機械とか、そういうものを提供しなきゃならんと思うん

ですが、その辺について、要望との関係でどうなってるんかお聞きしたいと思います。 

  ここのところで、野菜研究会というのがなくなってるんですよね。それについてお聞

きしたいと思います。 

  それから、７０ページですが、ここで前のページから来てます農業振興費の中の、農

業費の中の１６節の原材料費、鳥獣防止総合対策事業用材料費として９１０万円上がっ

ておりますけども、前の２６年度決算から比べれば１,０００万円減ってるんですよね。

これについてお聞きしたいと思います。 

  それから、農業の実態なんですが、いろいろ私たちは、人口がふえて、生き生きとし

たそういう農村、その地域というんですか、そういうものをまた再興させていきたいと

いうふうに考えてやられていると思うんですが、その１９節、負担金、補助及び交付金

の中で、中山間地域直接支払交付金が３,１００万円ですね、これ２６年度は５,５００

万円あったわけですけれども、それと、それから１９節の一番下の多面的機能支払交付

金、これは若干ふえてるようなんですが、について。それから、農産物出荷サポート事

業補助金というのが下から四つ目にあるんですが、これについてもお聞きしたいと思い

ます。 

  ７１ページに、耕地総務費の中の１９節で、県営ため池等整備負担金というのがあり

ます。これの事業についてお聞きしたいのと、それからその上にある基幹農道整備事業

で、山畑の２期地区ですね、これでも６,０００万円、これの進捗の状況についてお聞
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きしたいと思います。 

  それから、地籍は先ほどから聞いておられたので省きますが、７目の農業体質強化基

盤整備促進事業費というのはあって、ここで工事、委託料とその工事に幾つかの事業が

上がっておりますけども、これ、状況についてお聞きしたいと思います。 

  あと、７５ページ、農林水産業費の林業費ですね、ここの中の林業総務費、１目です

が、その中の１９節で、一番下に間伐材流通支援事業補助金というのが１００万円あり

ますけども、この状況についてお聞きしたいと思います。 

  その下に、農林水産業費の中の１目の水産振興費ですね、ここで負担金補助、先ほど

から質疑をされておりましたけれども、昨年は日券を買う人も多かったりして、ふえて

るということで、そういう答弁をされてましたけれども、町の大事な観光の一つの事業

なんですよね、ということで今まで来てると思うんですけれども、この町の努力にもか

かわらず、外敵というのか、一つには部分があったり、もう一つは、冷水病というもの

があるんですが、その対策等については、うち１町だけではあかんでしょうけれども、

何らか、そういう大学とか、いろんな面との協力も得ながら、されてるというふうなこ

とはないのか、その辺のところを聞きたいと思います。 

  ７６ページ、これも先ほど、他の議員さん方もお聞きされておりましたが、その中で、

山村振興総務費の中の７、賃金ですね、この中で地域おこし協力隊について、質疑され

てました。それで、定住も３人あるということで答弁されておりましたけれども、今回、

一つの目玉なんですよね、２８年度の、そのように見受けるんですけども、そこで、説

明を聞いてる中で、地域おこし協力隊が過疎対策やってる地域を対象に活動していくと、

こういうことであったんですが、担当がまちづくり課ということで、町をどのように起

こしていくんか、つくっていくんかという、その対策をとらなきゃならんと、町全体を

見越した協力隊等の活動というのが求められるんじゃないかというふうに思うんですけ

ども、その過疎対策をやってる地域だけでいいのかどうか。それから、奈良県の川上村

にも、こういう方々が行かれているようで、全国で３番目に早くなくなる地域というこ

とで、川上村があるそうなんですが、それで、村長が大いに奮起して、この協力隊の定

着ということが進んでいるようなんですが、ここでは、協力隊にこうせえ、ああせえと

いうんじゃなくて、その地域に住んで、自分が定着するという、そこのところのことを

望んでいるようで、もう、ですから、３番目になくなることは、もうないんやと、こう

いうふうなことを宣言されたそうなんですが、そこのところの協力隊員の活動について
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お聞きしたいと思います。 

  それから、先ほども質疑されておりましたが、７７ページの一番上から２番目に、ま

ちづくり推進事業委託料として９５万円、美しい郷づくりの答弁されておりましたけど

も、それから、その下に負担金補助の中で、まちづくり推進協議会補助ですね、ここの

ところの、合併当時からこの事業が行われてきてるように思うんですが、そのところの

状況についてお聞きしたいと思います。 

  それから、７８ページ、商工費なんですけれども、１目、商工振興費の中の１９節、

負担金、補助、この中で、これも先ほどからありましたが、商工会の補助金が９００万

円と、１,１００万円あったんですよね、人が減ったということなんですけども、その

下の紀美野商業協同組合補助金として５０万円上がっておりますけれども、我々、紀美

野町として、やはり商店が減ってくるということが、大きに、この町にも影響が出てく

る、高齢化が進んでおりますから、そこのところに光を当てた施策をとっていかなきゃ

ならんかというふうに思うんですけども、商店が減っていかないための施策という点で、

この見えてるのがこの辺かと思いますけども、その状況についてお聞きしたいと思いま

す。 

  それから、７９ページの観光費なんですが、ここで１３節、委託料で、先ほどから山

の家おいしの委託料と、それから１５の工事費の中でも山の家おいしがあるんですけど

も、これも、観光という点で、一つの施策を打ち出す上では、大事なところであるかと

いうふうに思うんです。特に、ここで大草原ですか、あそこに委託をして、指定管理者

ですね、やってきてると思うんですが、環境を守って、それから生石を守るという点で、

やっておられるんですけども、今、先ほど説明にありましたけども、いろんな事業がさ

れる、修理等がされるということなんですけども、それで十分であるのかどうか、それ

から、１３節にあるように、施設管理委託料として、指定管理者、２４６万９,０００

円というふうになってますが、これについては、当の団体等の関係で十分であるのかど

うかもあわせてお聞きしたいと思います。 

  そして、その１３節の下の登山道の整備委託料、３０万７,０００円ですけども、こ

れについても聞きたいと思います。 

  そこの観光ＰＲ映像作製委託料ですね、４０万円、これについてもお聞きしたいと思

います。 

  その下の１９節の中の観光協会の補助金が５９万円、２６年度からするならば、半分
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になってるんですけども、これについて、お聞きしたいと思います。 

  そして、平成の龍神街道魅力発見のプロジェクトとして５万円上がっておりますけど

も、これについてもお聞きしたいと思います。 

  以上、よろしくお願いします。 

（１１番 美濃良和君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１０時５４分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５４分） 

○議長（小椋孝一君）    産業課長、大窪君。 

（産業課長 大窪茂男君 登壇） 

○産業課長（大窪茂男君）    美濃議員の御質疑にお答えいたします。 

  ６９ページの１９節、町農産物加工グループへの補助金でございます。 

  大変活発に活動していただいておるんですが、高齢化となってきてございます。それ

で、先ほども申し上げましたとおり、作業分担で若い人たちとの分担をさせていただい

てるという状況です。 

  また、機械提供につきましては、中のエアコンであったり、みその機械であったり、

要望にお応えして、支援させていただいておるところでございます。 

  それから、７０ページの１６節、原材料費、９１０万円でございます。これにつきま

しては、例年２月末まで要望の受け付けというのを行っておりましたが、ことし早目に

把握したいということで、１１月末まで要望を受け付けしました結果、６地区の要望が

あったということで９１０万円となったものでございます。 

  それから、中山間直接支払交付金でございます。この減額２,４００万４,０００円と

いうことで、非常に大きなものでございますが、２７年度から４期対策となることから、

当初に集落で話し合いをしていただいて、要望が来たのは３９集落ということでござい

ます。それで、昨年まで３期対策までは４７集落ということで、減ったものでございま

す。 
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  それから、農産物出荷サポートにおきましては、町内７カ所の集荷場からとれたて広

場まで搬送するという経費に対して補助を行っているところでございます。現在の登録

者ちゅうのは７９名、昨年は８０名ということで、売り上げについては１,２４０万円

ほどと、少し伸びてるような状況でございます。 

  それから、多面的機能支払交付金でございますが、状況なんですが、昨年までは９集

落となっておりましたが、２８年度から１集落がふえまして、１０集落の取り組みでな

ってございます。水路の泥上げや、農道の維持管理といった共同活動費に対する補助で

ございます。 

  それから、７５ページ、林業費の間伐材流通支援事業補助金１００万円でございます。

間伐につきましては、搬出間伐でないと、国からの間伐補助が出ないということで、町

単で補助を行っているところでございます。 

  ２６年度の実績については、１,２８１立米の搬出があったと聞いてございます。こ

れにつきましては、木を切って、搬出して、搬送というのは、約３,０００円ほどかか

ると聞いてございます。そのうちの１立米当たり１,０００円を補助させていただいて

いるところでございます。 

  それから、５款、３項、１目の水産業費でございます。アユ釣り客、観光の一つとし

て捉えておりますが、何しろ、先ほども申し上げましたとおり、天候とか、水量に非常

に左右されるものでございます。それで、昨年は冷水病対策としまして、新たに３５０

キロを追加したということも聞いてございます。県の内水面の関係の方と一緒に調査を

して、それによって、冷水病対策として追加放流というのを行ってるということでござ

います。 

  それから、７８ページですが、商工会補助金は、先ほど申し上げましたとおり、退職

者が２名あって、再雇用で１名ということで、人件費の年額ということで御理解をいた

だきたいと思います。 

  それから、紀美野商業協同組合補助金、５０万円の補助でございます。一応、地元の

商店で買い物をしていただくということで、消費喚起を兼ねて、１０％のプレミアムの

ついた商品券を発行するためのプレミアム分についての補助を行いたいと考えてござい

ます。 

  それから、７９ページ、山の家おいしの施設管理委託料ですね、ＮＰＯの生石山の大

草原保存会に指定管理料として２４６万９,０００円をお願いしてるものでございます。
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ＮＰＯにとりましては、来ていただいたお客様の遊歩道の案内であったり、また希少植

物の紹介であったり、ガイドもやっていただいているところでございます。多くの、８

万人の来客があるということで、いろいろな活動、コンサート等も交えて、誘客を図っ

ていただいているところでございます。 

  それから、町観光ＰＲ映像作成委託料、４０万円ということでございます。平成２７

年度におきまして、何もないからこそ、「最高の‘ない’がここにある」ということで、

２分１６秒の動画を作成し、ユーチューブに公開したところでございます。大変好評で、

毎日新聞や和歌山放送で取り上げられまして、現在、視聴回数も１万５,０００回を超

えました。その第２弾ということで、新たに作成し、紀美野町をさらにＰＲしていきた

いと考えてございます。 

  それから、その下の登山道整備委託料、３０万７,０００円でございます。生石山の

ハイカーというんですか、大変多くなってございますが、風とか、いろんな状況により

まして、倒木がございます。その倒木の伐採であったり、またハイキングコースの草刈

りであったりということで、委託をしたいと考えてございます。 

  それから、１９節、負担金、補助の中の町観光協会の補助金でございます。これにつ

きましては、団体の運営で３６万円、それから、おもてなしガイドということで１８万

円、それから、花園になるんですが、梨ノ木トンネル越えたところの観光看板、設置し

ておるんですが、そこの看板の使用料というんですか、土地の使用料というんですが、

それを５万円計上させていただいております。 

  それから、平成の龍神街道魅力発見プロジェクトということで５万円計上してござい

ます。これにつきましては、和歌山城の外堀の大橋を起点として、田辺市の龍神温泉へ

と続く歴史街道を新たに、また掘り起こして、平成の龍神街道として、沿道の観光施設

を広くＰＲしようということでの取り組みでございます。 

  昨年度は、和歌山中小企業元気ファンド事業助成を受けて、動画の作成であったり、

冊子の作成を行ってございます。今後は、さらに各龍神街道を走る市町村の観光施設で

すね、さらにＰＲをして、紀美野町にも来ていただいてと考えてございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（産業課長 大窪茂男君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 



－３２－ 

（午前１１時０２分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時０３分） 

○議長（小椋孝一君）    建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 

○建設課長（井村本彦君）    ７１ページをお願いします。私のほうから、美濃議員

の御質疑にお答えさせていただきます。 

  ５款、１項、４目の耕地総務費の１９節、負担金、補助及び交付金の基幹農道整備事

業の山畑２期地区の進捗状況についてでございます。 

  この事業は、全体事業費１８億４,０００万円で行われてございます。平成２７年度

現在、１３億９,０００万円を消化して、進捗率が７５.７％、２８年度の３億６,００

０万円を足しますと、９５.５％の進捗率になるものでございます。完了予定は平成２

９年度ということになってございます。 

  それから、その下の県営ため池等整備負担金の事業でございますが、これはかしこ池

の整備事業を行うものでございます。昨年度、平成２７年度において調査を行いまして、

２８年度から平成３０年度までの予定で工事を行うものでございます。全体事業費が１

億７,０００万円、平成２８年度においては、実施設計費として１,１００万円の計上を

していただいてございます。そのうちの２.９３％が紀美野町の負担分となってござい

ます。 

  続きまして、７３ページをお願いします。 

  同じく、７目の農業体質強化基盤促進事業でございます。 

  １３節の委託料と工事請負費についてでございますが、これに関しましては、福田湯

水路、柿ノ戸水路、庄の本水路については、過去からも継続してやってございました。

ただ、ごめんなさい、庄の本水路は新規でございます。福田湯水路、柿ノ戸水路につい

ては、継続してやってございました。以前の１期目の区間に関しては完了いたしました

が、また、改修要望がございましたので、福田湯水路については、９０メートルの測量、

それで９０メートルの工事、柿ノ戸水路については、２８０メートルの測量、１００メ

ートルの工事ということをさせていただくことになってございます。 
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  また、新たに、庄の本水路と、樫河用水路、松瀬水路の補修要望がございましたので、

庄の本水路については、６６０メートルの測量、工事については１８０メートル、樫河

用水路については１７０メートルの測量と工事、松瀬水路については、４基のゲートを

設置する予定となってございます。 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。 

（建設課長 井村本彦君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    産業課長、大窪君。 

（産業課長 大窪茂男君 登壇） 

○産業課長（大窪茂男君）    済みません、答弁漏れが一つございました。６９ペー

ジの１９節に負担金、補助及び交付金の中に、昨年までは紀美野町野菜研究会補助金１

１万９,０００円というのがございました。この団体につきましては、高齢化とともに、

病気、それからけがをされる方が非常に多くなってきて、これ以上活動を続けられない

ということが相談がございまして、協議会と相談させていただいたんですが、若い人た

ちを入れて、何とか引き継いでくれないかという協議をさせていただいたんですが、若

い人が入ってくれる人がないのと、やはり体が弱くなってきたということで、一応の成

果は果たせたんじゃないかという協議会のことでございました。それで、２６年度末を

もって解散をしたものでございます。１１万９,０００円は、ことし上がってはござい

ません。 

（産業課長 大窪茂男君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    まちづくり課長、西岡君。 

（まちづくり課長 西岡靖倫君 登壇） 

○まちづくり課長（西岡靖倫君）    美濃議員の御質疑にお答えしたいと思います。 

  ７６ページの地域おこし協力隊に関しての計画をどうしていくかということでござい

ますけども、地域おこし協力隊の導入においては、５地域だけではございません。将来

においては、地域との話し合いの中で拡大していけたらと考えております。地域おこし

協力隊を受け入れしていくための体制づくりとか、受け入れの今後の方針とかというの

を、きちっと地域とともに計画を立てた中で進めていきたいと考えております。 

  その中で、福祉とか産業、もちろん教育等、多方面にわたって各課とも連携しながら、

まちづくりというのは考えていかなければならんものと考えております。 

  町全体を考えて、まちづくり課だけではやっていけるものではございません。今後、
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地域が求めている、また求める人材を導入していきながら、地域が元気になるように、

地域が持続できるようにと考えております。 

  二つ目の、御質疑について、７７ページのまちづくり推進協議会補助金のことについ

てですけども、これに関しては、現在、美しい郷づくり部会、ブランド部会、町史発見

部会、それから看板の部会、４部会から成り立っております。現在までに、紀美野商品

のＰＲ、国体においての紀美野商品のＰＲとか、またマイ桜の植栽活動、それからスタ

ンプラリーとか、地域の情報発信等を行ってまいりました。そういうまちづくりを進め

ている推進協議会でございます。 

  以上、簡単ですが、美濃議員の御質疑にお答えさせていただきました。 

（まちづくり課長 西岡靖倫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１１時１２分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１２分） 

○議長（小椋孝一君）    まちづくり課長、西岡君。 

（まちづくり課長 西岡靖倫君 登壇） 

○まちづくり課長（西岡靖倫君）    美濃議員の御質疑にお答えしたいと思います。 

  １５０万円のほうは、先ほど答弁させていただきましたとおりでございます。 

  それから、７７ページの１３節の委託料のまちづくり推進事業委託料、９５万円と申

しますのは、基本的にはまちづくり推進協議会の中の美しい郷づくりをやっている中で

地域の植栽箇所の下草刈りとか、獣害対策とかを、約１３.７ヘクタールを管理してい

るものでございます。それが二つに分けて計上してございます。 

  以上、簡単ですが、お答えさせていただきます。 

（まちづくり課長 西岡靖倫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    ６９ページ、農業総務費の中の負担金補助で、農産物加

工グループの補助金で、今、作業分担とかして、やってるし、機械等の支援も町はやっ



－３５－ 

てるということでありましたけども、そのグループの会員さんたちの要望等について、

全部クリアしてるのか、機械の支援してるということなんですけども、その具体的なと

ころでどうであるんか、お聞きしたかったんです。そういうことでよろしくお願いしま

す。 

  それから、７０ページの上の段の１６節、原材料費ですけども、鳥獣害防止対策です

ね、普通２月締めのところを１１月締めにしたんで、こんだけしか要望がなかったんや

と、だから１,０００万円少ない金額なんだという答弁であったかというふうに思うん

ですけども、これは実際、１,０００万円少ないわけで、住民の方々の要望との関係で、

どうであるんか、まだあるんかどうかですね、時期が、締め切りが早かったためにこの

金額になったのかどうか、そこのところ、実際、大分削られてるんですよね、十分に、

例えば、ネットももらえないと、こういう声があるんですけども、ですから、もっと細

かに、もっと何というか、例えば、擁壁がありますよね、擁壁があったら、その擁壁の

ところはシシはよう上がらんからということで、ネットはもうカットするんですよね、

そこの部分は。でも、擁壁といえども、何メートルもあれば、それは当然よう上がりま

せんけども、低いところやったら、上がる可能性あるんですけども、そのところももう

カットして少なくしとかなもらえないとか、そういうふうなことで要望があるんですけ

ども、その辺のところを十分に、そういうふうに出しているんかどうか、そこのところ

と、それからもう本当に、地域としても、町がこのように支援してきたんで、相当この

ネットが張られてきてるんですけども、それだけに、それはいいんですが、張られてな

いところが、今度はもうシシが集中的にやられると、こういうふうなところで、もう張

らざるを得んような状況になってると思うんです。ですから、今言うたように、締め切

りが早かったんで、こんだけの数字であるのか、地域の要望というのがまだあるのか、

その辺のところの把握はどうなっているのか、お聞きしたいと思います。 

  それから、先ほどから聞いてる中で、実際、町の大事な産業であって、これから本当

に頑張っていかななりませんけども、だんだん寂しくなってきてるんですね、というの

は、７０ページの１９節にあるように、中山間地域の直接払いが５,０００万円あった

のが３,０００万円と、そういうふうなことで、集落も、４７集落から３９集落に減っ

てきている等のことが上がっています。多面的機能は、割合減らないで来てるんですが、

サポートも金額はふえてるそうですけども、利用者が１名減と、それから先ほどの野菜

グループがもう解散するような状況になってると、そういうふうなところであるわけな
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んですけども、町として、本当にいろいろやられてる、先ほどから出てるように農業経

営支援事業で８００万円で、課長さんはこれで大変喜ばれてるとか、先ほどからのシシ

対策等があると思うんですけども、これ、町として、どのようにこれからさらにやって

いくんか。それから、以前あった道の駅構想についてはどうなってくるんか、この予算

等から見て、予算の見てる中でも、厳しなってると思うんですけども、その辺はどう考

えてこの予算になっているのかお聞きしたいと思います。 

  それから、ため池はわかりましたので……。 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１１時２２分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時２２分） 

○議長（小椋孝一君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    私も能力的に低いので申しわけございません。 

  そのように、町対策については、そのように、これで十分であるんかどうかというふ

うな判断であるんかをお聞きしておきたいと思います。 

  あと、７３ページの農業体質ですね、その中の委託料及び工事で幾つかの水路が上が

っておりますけれども、この水路というのは、大体どれぐらいの、分母がどんだけあっ

て、分子ですね、こういうふうに、今、棚田が多いこの町で、水路というのが大変長く

引っ張ってきてると、これがなければ、田んぼも作れんわけですけども、今回上がって

る五つですか、改修工事、これを分子とするならば、あと分母がどうなっているんか、

その辺をどのように把握されてるんか、聞きたいと思います。 

  あと、７５ページの間伐材で、町単ですから、搬出をしなくてもいいんですか、そう

いう答弁であったのか。２７年度は１,２８１立米の実績があるということであったん

ですけれども、大体面積にしてどれぐらい。それから、今後、実際、この間伐を進めて

いかなければ山が死んでしまうというふうに言われておりますけども、計画をどこまで

考えて、今回のこの予算になったのか。前年も１００万円あるんですよね、そのところ

についてお聞かせいただきたいと思います。 
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  それから、水産業費、この下の７５ページの下の、本当に町という予算も何も限られ

たところであって、大変厳しい中で観光事業としての、この水産業をやっていかなきゃ

ならんわけなんですが、今、いろいろと冷水病対策として、追加放流といった形でやら

れていると、今答弁あったんですよね。３５０キロの追加をされたと、こういう答弁だ

ったかと思いますけども、冷水病自体の対策というのは、どうなってるんですか。それ

で、これはずっと町がこういうふうに追加放流という形でしか支援ができないのかどう

か、その辺のところについて、どこまでいってるんかですね、冷水病対策というんです

か、それについてお聞きしたいと思います。 

  ７６ページの山村振興総務費ですけども、今後、５地域を今回考えてるんだけども、

ふやしていくということで答弁をいただきました。それで、実際、この地域がだんだん

と高齢化されていって、先ほど農業の実績の中にもあらわれてきてると思うんですけど

も、そういう面では、この地域おこし協力隊及び支援員の方で、そこのところをフォロ

ーというんか、手当をしていくためというふうな考え方で考えておられるのか、そこの

ところ、もう一遍聞いておきたいと思います。 

  あと、その下の７７ページの紀美野まちづくり推進事業ですか、推進協議会ですか、

１５０万円と、それからまちづくり推進事業で、大体似たようなところの事業をされて

るんじゃないかというふうに思うんですけれども、ここのところは、ちょっと見えにく

いんですね、推進協議会ですか、ここの歴史部会とか、それからブランド部会とか聞く

んですけども、あと、一つの目玉だった桜等について、今の１３.７ヘクタールの草刈

りとか、そういうような形で進めてるということなんですけれども、ちょっと見えにく

いように思うんですが、その辺のところの見通し、聞いておきたいと思います。 

  それから、７８ページの負担金補助ですね、商工振興費の負担金補助で、商工会の補

助金と、それから先ほど商業協同組合補助金でお聞きしたんですけども、町としても、

本当にいろいろと手を打って、町の人たちが困ることなくということでやっておられる

と思うんですけど、商業協同組合補助金では１０％の商品券というふうに答弁、お聞き

したんです。そういう小規模、小売店というか、商店がだんだんとなくなってきてると

いうのが非常に大きな、これから紀美野町にとっても、高齢化がしていって、その人た

ちが生活していく上で大事になってくるかと思うんですけど、その点について、実際、

１０％の商品券でできるだけ町内の購買力をということなんでしょうけれども、商工会

との関係で、その辺の商店を残すことについて、いろいろと話し合ってきてるというこ
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とで答弁があったんですけど、その辺はどのようになっているんか、大変難しい問題な

んですけども、それについてお聞きしておきたいと思います。 

  それから、７９ページのおいしですね、施設管理料は、指定管理料は２４６万９,０

００円ということであって、いろんな活動をされてきてるということなんですけども、

その大草原の方々との話し合いで、この２４６万９,０００円というのが、ええんかど

うかですね、なかなか店だけでは金が上がらんというのがあると思うんですよ。それで、

この山の家で、大体年間、純収益どんだけありますか。そういうふうなところで、やは

り生石山は残さなきゃならん観光スポットであって、町長もかなり力を入れてこられて

ると思うんですけども、その点から考えて、今後も続けていくための数字、この２４６

万９,０００円でいいんかどうか、そこのところはどうなっているんかお聞きしたいと

思います。 

  あと、ＰＲ映像で、先ほどから内々の話がありましたけども、これは大変あっちこっ

ちで話を聞きますし、おもしろいものをつくられたなというふうに、やはり若い人の感

覚かなというふうに思うんですけども、第二弾というのは、どういうふうなところを狙

っておられるのかも、できればお聞きしたいと思います。 

  登山道の整備委託料なんですけども、当然、そういうことをされなきゃならんのでし

ょうけれども、委託先はどうなっているんですか、お聞きしたいと思います。 

  それから、この観光協会補助金について、半分になってるということについて、これ

は答弁抜けたんじゃないですか。 

  歴史街道については、答弁いただきましたので、観光協会補助金についてお聞きして

おきたいと思います。 

○議長（小椋孝一君）    産業課長、大窪君。 

○産業課長（大窪茂男君）    美濃議員の再質疑にお答えいたします。 

  ６９ページです。生石加工グループの補助金でございます。先ほども申し上げました

とおり、高齢化のため、作業分担を分担しながらやってるということで、機械提供につ

いても、提供させていただいていますということでお答え申し上げました。 

  今後におきましても、加工グループと、さらに協議を重ねて、要望があれば、それに

応えていきたいと考えてございます。 

  それから、７０ページの原材料費、鳥獣害防止総合対策事業用材料費でございます。

これは、受付期間を早めたので少ないのかということでございますが、そうではござい
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ません。例年ですと、２月末まで受け付けをするんですが、当初予算の予算編成につき

ましては、ちょっと間に合わないので、見込みで上げてたものでございます。それがで

きるだけ早く地域の要望を把握したいということで、１１月末までの受け付けというこ

とにさせていただいたところです。それで、地区と協議をしながら、この要望額になっ

たものでございます。 

  今後については、かなり柵を張ってもきましたけども、張られてない集落もまだござ

いますので、今後、引き続き要望があるのではないかなと思ってございます。 

  それから、中山間地域直接支払交付金で、非常に大きな減額となってございます。や

はりこの制度といたしましては、５年間を集落単位で活動していくという必要条件がご

ざいまして、途中でリタイアされるとその補助金の返還であったり、集落全体の補助金

を返還ということで、集落に迷惑をかけたないということが多くございます。そうした

中で、町といたしましては、この制度改正の要望とか行っているところでもございます

し、また農地中間管理機構と協力しながら、農地の加工、農村の景観維持のために、農

地集積の推進や新規就農者の募集を行っているところでございます。 

  また、既に農業をされている方におかれましては、農業機械の補助であったり、獣害

対策補助であったり、６次産業化の支援などの補助事業により、継続的に農業ができる

支援を行っていきたいと考えてございます。 

  それから、７５ページの間伐流通支援事業の状況なんですが、本来の間伐事業という

のが国の補助なんですが、搬出しないと、国の補助は出せないということでございます。

切り捨て間伐といいまして、その場で切り捨てて置くという場合もございます。搬出間

伐については、１立米当たり１,０００円ということでございますが、面積はどのぐら

いということでございますが、間伐面積１３ヘクタール、ここで３０％の木を、間伐、

間引くということで、１,０００立米になると伺ってございます。８トンのトラックに

しますと１００台分というぐらいの、木の太さにもよりますが、そのぐらいのものであ

ると聞いてございます。 

  それから、水産業費ですが、何度も申し上げますとおり、天候の関係、水量の関係、

いろんなことがあるんですが、冷水病対策については、果たしてどういうのが原因でと

いうのは、ちょっと把握をしてないもので、申しわけございませんが、県の内水面とも

協力しながら、冷水病対策が発生すれば、追加放流を行っているのが現状でございます。 

  それから、７８ページの商工会の補助金と紀美野商業協同組合の補助金ということで、
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先ほども申し上げました高齢化とともに、また商店もだんだん減ってきてるというのが

現状でございます。そんな中で、こういったプレミアムの商品券を発行して、地元で買

っていただくような消費喚起ということをさらに行っていきたいなと思ってございます。 

  それで、商工会におきましても、町とこれから協議をしながら、よい対策というのも

考えていきたいと考えております。 

  それから、７９ページの指定管理委託料です。大草原保存会ですね、指定管理を行っ

てるんですが、３年の指定管理料ということで、協定結んでますので、同じ額で３年間

はなろうかと考えてございます。 

  それから、ＰＲ映像の作成なんですが、第一弾は昨年行いましたが、第二弾は具体的

にどういうものというのは、まだ、今検討中でございまして、さらにインパクトのある

ものにしたいなと考えてございます。 

  それから、町観光協会の補助金でございますが、これは半分になったのではないかと

いうことですが、半分になったということではございません。会の運営費用へ、おもて

なしガイドであったり、また看板の使用料であったり、そのときの年度で、いろんなイ

ベントのある場合も上乗せをしたときもございますので、そういった関連からのことだ

ろうと思うんですが、町観光協会の運営補助については変わってございません。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（小椋孝一君）    答弁漏れがあります。登山口の整備委託はどこに任せてる

のかということ。 

  産業課長、大窪君。 

○産業課長（大窪茂男君）    答弁漏れです。申しわけございません。 

  登山道の整備委託につきましては、地元の環境をよく把握しておりますＮＰＯの生石

山の大草原保存会に委託をしたいと考えてございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（小椋孝一君）    建設課長、井村君。 

○建設課長（井村本彦君）    美濃議員の再質疑にお答えさせていただきます。 

  ７３ページ、７４ページの５款、１項、７目の農業体質強化基盤促進事業についての

採択基準のほうから説明させていただきます。この事業に関しては、受益面積が２ヘク

タール以上で、事業費が２００万円以上、受益者が当然２名以上の水路ということで採

択させていただいてございます。 
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  ただ、分母についてでございますが、土地改良事業というのは、申請主義という形に

なってございます。あくまで申請があって、採択の是非を問うという形のものになって

ございますので、その辺は御理解賜りたいと思います。 

  以上、簡単ですが、答弁とさせていただきます。 

○議長（小椋孝一君）    まちづくり課長、西岡君。 

○まちづくり課長（西岡靖倫君）    美濃議員の再質疑にお答えしたいと思います。 

  ７６ページ、７節の地域おこし協力隊の導入に関してですが、実際、高齢化されてき

て、将来どうフォローされていくかということですけども、地域おこし協力隊が地域に

入ることによって、地域での活動をしていくことによって、また地域が何らかの糸口を

つかめたらなと考えております。一番大変なのは、コミュニティーが崩れかかっている

ような、諦めているような地域に協力隊がどのようにかかわっていくかということとか、

地域から希望に応える形が、どういう形が一番よいかというのが一番課題になっている

ところでございます。これに関しては、将来何らかの形で地域おこし協力隊の導入、ま

たは地域の方々のどういう希望があるかということを、いろいろな方面から聞いた上で、

導入を考えていきたいと思ってます。それには、集落支援員が適しているか、地域おこ

し協力隊が適しているか、あわせて関係各課とも必要かと考えておりますので、御理解

いただきたく、答弁させていただきます。 

  それから、７７ページのまちづくり推進協議会の委託料９５万円というのは、最終的

にはシルバー人材の方々にお願いしてやっていく事業で、今事業を行っております。 

  それから、１９節のまちづくり推進協議会補助というのは、先ほど申し上げたとおり、

四つの部会から成り立っておりまして、それを地域をどうしていくか、または地域を、

将来を考えながらいろんな各種催し物なんかをしながら進めているというのが現状でご

ざいます。 

  簡単ですが、答弁とさせていただきます。 

○議長（小椋孝一君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    いろいろと努力されてることについてお聞かせいただき

ました。 

  そしたら、実際、農産物、６９ページの農業総務費の中の負担金補助の農産物加工グ

ループについては、今後、協議しながら、そういうことに応援していくと。あと、農産

物加工グループがやられてる、生石と、それから津川と２カ所あるかと思うんですけど
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も、それらについても含めてやっていくということなんですね。地域との関係について

はどうであるんか。特に、津川については、いろいろと利用したいと言う方もおられる

ようなんですけども、それについてはどうであるのか聞いておきたいと思います。 

  それから、鳥獣害についてはわかりました。 

  あと、本当にこれ見てみまして、実際、町の農業ということについては、だんだんと

高齢化のために縮小してきてるかなというふうに見えるんですけども、あと、町として

これからというのは、厳しい状況になってるんですけども、今後、これをやりながら、

今まで２７年度までが、今まで実際にやってきたところであると思うんですけども、そ

れを含めて、この予算、もう少し切り込んだところも求められんじゃないかなというふ

うに、やってられるんですよ、やってられるんですけども……。 

○議長（小椋孝一君）    美濃議員、鳥獣のやつはわかりましたということなんやけ

ど、その次の、項目のやつで、どの項目を言われてるんですか。 

○１１番（美濃良和君）    ちょっと待ってくださいよ、議長に聞いてるんと違うん

で。 

  先ほどから言うてるように、中山間地域とか、いろんなところの答弁聞いていました

ら、縮小というふうに受け取れるんですよね。例えば、元気であるならば、農業、中山

間地域の直接払いでも４７集落あったのが３９集落になったと、これが本来ならば４７

集落が、さらにふえていくというふうな形になっていかなきゃならんのですけども、３

９集落しか、５年間ようやらんよということで要望が来てないと。全体に見てみたら、

野菜研究会も減ってきてると。こういうふうに考えて、あと、開削という形になって、

何か一つ、ふやしてやろう、攻めてやろうというところについては、どうであるんか、

聞いときたいと思います。 

  あと、間伐材もわかりました。 

  そうであるならば、７５ページの水産業費ですけども、内水面と協力しながら、把握

していきたいということなんですけども、実際に、こういう日本になかった冷水病とい

うものが入ってきたりして、それがいろいろと漁協にも、いろんなマイナス面が出され

てると思うんですけども、これやはりもうちょっと研究する意味で、大学等の協力をも

らうとか、もっと、この病気対策についても取り組んでいかなければならんのじゃない

か、それがこの水産業の振興の中に入ってくるんじゃないかと思いますが、それについ

て聞いときたいと思います。 
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  そして、あと、７７ページのまちづくり推進協議会とまちづくり推進事業委託料につ

いて、ブランドや歴史、またそういうふうな桜の会等で進めてるということであったん

ですけれども、少し、最近桜ということが後退したように思えるんですけど、その辺の

ところは大丈夫であるんか、１５０万円の協議会の補助金等も出すようなんですけども、

その辺のところは、どのように把握されてるんかお聞きしたいと思います。 

  あと、７９ページにおいてですけども、委託料で施設管理の２４６万９,０００円は

３年間契約だから、３年間はそのままいくと、それはそのとおりだと思うんですけども、

この団体との話し合い、これから進めていく上で、町も施設について対策を工事費等で

出すということで、出てるんですが、あとこの団体との話し合いはされてるんかどうか、

聞いときたいと思います。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（小椋孝一君）    産業課長、大窪君。 

○産業課長（大窪茂男君）    美濃議員の再々質疑にお答えさせていただきます。 

  ６９ページ、生石加工グループの補助でございます。紀美野加工所におきましては、

梅本、それから津川、２カ所ございます。梅本につきましては、老朽化のため、改良と

いうんですか、改善が必要なんですが、津川にもあるという、２カ所で運営を現在行っ

ているところでございます。 

  これに関しては、今後さらに検討していかなければならないものと考えてございます。 

  それから、７０ページ、中山間の中で、非常に町として今後はどういうことをしてい

くかということでございますが、２７年度から４期対策ということで５年間続きます。

それで、今回断念された集落においても、さらにまた追加して入っていただけないか、

現在も協議続けているところでございます。いろんな国の施策、県の施策、町の施策を

利用しながら、今後とも支援をしていきたいと考えてございます。 

  それから、７５ページ、水産業費ですが、冷水病対策にもうちょっと研究してはとい

うことでございますが、この補助金に関しましては、アユ、アマゴの放流に対する補助

金ということで御理解をいただきたいと思います。河川の環境等、もっと大きなものに

なろうかと思いますので、アユの放流に対する補助ということで御理解をいただきたい

と思います。 

  それから、７９ページの指定管理ですが、町といたしまして、ＮＰＯの生石山の大草

原保存会と常に協議を行ってございます。いろんな話し合いで要望もいただいてるとこ
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ろですが、県の自然公園というのがございますので、いろんな規制もございますので、

要望どおりいかないところもございますが、できるだけ話し合いをして、要望に応えて

いきたいなと考えてございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（小椋孝一君）    まちづくり課長、西岡君。 

○まちづくり課長（西岡靖倫君）    美濃議員の再々質疑にお答えしたいと思います。 

  ７７ページのまちづくり推進協議会の１５０万円のことでございます。美しい郷づく

り部会とか、ブランド部会、町史発見部会ということで、現在人気があります町の歴史

を、森下先生の講義が続いております。そういうことを初め、先日も奈良県の川上村ま

で勉強会に行ったりとかということで、地域の団体、２２団体がこの中に入りまして、

いろんな方面で活動している団体でございます。マイ桜の推進とか、昨年まではスタン

プラリー、本年度は国体関係でのブランドの、紀美野町のブランド製品のＰＲ等を行っ

てまいりました。そういった形での活動を応援している補助金でございます。 

  以上、簡単ですが、答弁とさせていただきます。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで歳出、第５款から第６款についての質疑を終わりま

す。 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１１時５５分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時３２分） 

○議長（小椋孝一君）    続いて歳出、第７款から第８款について、質疑を行います。 

  ６番、西口 優君。 

（６番 西口 優君 登壇） 

○６番（西口 優君）    ８５ページの町営住宅長寿命化改修工事設計監理委託料と

町営住宅の改修工事という部分で、約２,３００万円、それと９１ページの委託料、第
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１０分団消防格納庫新築工事設計監理委託料と、第１０分団の新築工事３,５００万円、

こういうの、一般的、素人の解釈からすると、消防団の消防格納庫工事というの、３,

５００万円と、三千七百何十万円かかかってるわけです。だから、そんなんして考えた

ら、民間の個人の家でも、かなりの大きなもんができると思うんやけど、どういうふう

なもんを考えられてるのか。それと、町営住宅にしても、二千何ぼという、こういうふ

うな金額が組まれてるけども、公共工事についての引き下げ努力というのが、ここの数

字にあらわれてるのかという部分を一応尋ねたいと思います。 

（６番 西口 優君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、中谷君。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 登壇） 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    私のほうからは、西口議員の８５ページ、第７款、

土木費、３項、住宅費の委託料、３００万円と工事請負費の２,１００万円ということ

です。その中でも、３００万につきましては、耐震診断業務の委託料でございます。こ

れにつきましては、第４団地から第７団地の８棟３１戸についての耐震診断調査を行う

費用でございます。 

  それから、工事請負費２,１００万円につきましては、町営住宅長寿命化改修工事で

２,１００万円です。これにつきましては、入札を行いますので、そこでまた費用につ

いては、多少の減少が起きると思います。そういうことで御理解を賜りたいと思います。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    消防長、家本君。 

（消防長 家本 宏君 登壇） 

○消防長（家本 宏君）    それでは、西口議員の御質疑、９１ページ、８款、消防

費、１項、消防費、２目、非常備消防費の１３節、第１０分団消防格納庫新築工事設計

委託料並びに１５節、格納庫新築工事費、これに関しての概要説明をさせていただきま

す。 

  建物の規模といたしましては、鉄骨造りの約６０平米の平家建ての格納庫を予定して

おります。この格納庫の中身たるは、消防車両の車庫と、それから団員の方々が長期間

にわたって待機、また研修等を行うスペースという間取りでございます。当然のことな

がら、経費削減に関しましては、いろいろと創意工夫をしているところでございますが、

この予算の中身たるは、まず建築工事に関しましては、造成工事、それから建築工事、



－４６－ 

それと既設の建物の撤去費用、こういったもの全て総合しての費用でございます。なお、

設計委託に関しましても、今言ったような内容のことに伴っての設計並びに工事監理の

委託という形で御理解を賜りたいというふうに思います。 

  いずれにしましても、平成２５年末でありましたが、消防団を中核とする装備の充実

強化に関する法律ができまして、より以上の各分団で整備しなければならない消防資機

材が相当多岐にわたってまいりました。そういったことを勘案して、広さ等々もある程

度確保し、安全性、利便性を保てるような詰所ということで検討した次第でございます

ので御理解を賜りたくお願いいたします。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（消防長 家本 宏君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ６番、西口 優君。 

○６番（西口 優君）    ８５ページの町営住宅の部分、これ、工事の中身というの

が全く、こんな工事するんやっていう、長寿命化という話だけは聞かせてもうたけど、

これは防水工事なり、外壁をするとかという部分、どういうところにこれだけの２,１

００万円も金かかるのかなという部分が、ちょっとわかりにくかったんで、もうちょっ

とわかりやすい説明を願いたいと思います。 

  それと、消防のほうで、これ６０平米というたら、２０坪、２０坪の家で、建物にし

ても、そらまあ実際問題として、そら２０坪の平家って聞いたけども、余りにも何か高

いような気がするんじゃけど、高いように思うてんのは私だけかもわからんのやで、ひ

ょっとしたら、こんなもんじゃよと言われたら、それしかないんやけど、何となく、普

通、一般の家に比べたら中の造作物というのはそんなにないはずやしな、だから、そん

なん考えたら、これが適正な価格というのを、ちょっとわかりにくいんやけどね、もう

ちょっと、これが適正な価格ですよという、根拠がわかったら、ちょっと概略で結構な

んで、聞かせてもらいたいと思います。 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、中谷君。 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    西口議員の再質疑にお答えします。 

  ８５ページの工事請負費、２,１００万円についてですけども、町営住宅長寿命化改

修工事、この場所につきましては、下佐々の第８団地で、若葉住宅でございます。工事

の内容ですけども、この工事につきましては、平成２７年度に続きまして、紀美野町町

営住宅長寿命化計画に基づき、計画的に予防保全的修繕を実施し、町営住宅の耐久性、
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安全性の向上と長期の活用を図っていくこととしております。 

  ことしにつきましては、１団地、若葉住宅の屋根防水、外壁改修工事を予定しており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（小椋孝一君）    消防長、家本君。 

○消防長（家本 宏君）    西口議員の再質疑にお答えをさせていただきます。 

  適正価格かどうかという点に関してでございますが、冒頭にも申しましたように、で

きる限り少ない経費で、より効率的に利便性の高いものをということで、検討した結果

ということで御理解賜りたいというふうに思います。 

  この建築費の内訳でございますが、建築工事費、これが約１,８００万円、それから

電気工事費が１２０万円、機械設備が２７０万円、それと造成工事、これが６５０万円

と既存の建物の撤去費が約３００万円と、トータルでの金額ということでございます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（小椋孝一君）    ６番、西口 優君。 

○６番（西口 優君）    町営住宅のほうだけ、ちょっと聞かせてもらいたいと思い

ます。 

  今回、防水工事をされるということは、それはそれでええんやけど、大体こういうふ

うな防水工事でこれだけのお金かけたら、大体は何年ぐらいという、防水効果が何年ぐ

らいということを想定してるんかだけ聞かせといてもらいたいと思います。それでなか

ったら、また次出てきたときに困りますんで。 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、中谷君。 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    西口議員の再々質疑にお答えいたします。 

  一応、１０年をめどに長寿命化を図っております。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

  ５番、田代哲郎君。 

（５番 田代哲郎君 登壇） 

○５番（田代哲郎君）    ２項の道路橋梁費で、８１ページから８２ページにかけて

です。１目、道路橋梁維持費、４,４０４万３,０００円の計上です。前年度、４,５０

０万円、前々年度、４,７００万円ということで、年々、当初予算で少しずつ下がって

います。１５節の工事請負費で町道補修料で舗装生活関連工事に３,０００万円の計上
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です。これも、前年度、３,２００万円、前々年度が３,５００万円の計上で、当初予算

の計上額が年々少なくなってます。ちなみに、平成２６年度決算額は４,７６０万７,０

００円の決算となっています。後で必要となった額は年々補正していっているんですが、

そういう形で補正するんでしょうが、当初予算で毎年減額して計上する理由はどういう

ことなのか、お伺いします。 

  それから、３目、道路橋梁新設改良費は８３ページと８４ページにまたいでです。１

５節、工事請負費、２億３６１万円ですか、町道平中通り２号線改良工事、３,０００

万円の計上です。住民からは、あの辺の方から、あそこ、がたがたなんで、早く完成し

てほしいとの要望が非常に強いんで、完成の見通しはどうなるのか、お願いします。 

  同じく、河川改修工事で６,０００万円の計上ですが、河川改修事業の進捗状況と見

通しについてお願いいたします。 

  それから、１７節、公有財産購入費で、町道平中通り２号線、１,５００万円の計上

です。購入する財産の説明をお願いします。 

  ２２節の補償、補塡及び賠償金で、これも町道平中通り２号線で３,８００万円の計

上がされてます。これについても、内容の説明をお願いします。 

  それから、８５ページに公園費が計上されています。１１節の需用費、電気料金が３

万６,０００円となってます。電気料金が多いとか少ないとかいうあれではないんです

が、実はあそこの、くすのき公園のトイレは、夜中に電気がつけっ放しになってること

は、あれ二つ、上と下と押して、下で消える、上でつくという仕組みになってるんです

が、誰もいないのに、夜つきっ放しということがあります。誰かいてるんかいなと思っ

て見にいったら誰もいてないということがありますんで、いっそのこと、そういうのは、

もうセンサーを設置して、人がいなかったら消えるようなシステムにすることはできな

いのかどうか、お願いします。 

  それから、１５節の工事請負費でくすのき公園フェンス等設置工事、１５０万円です。

これも、くすのき公園の近所に住んでおられる皆さんから、危ないやないか、早うして

くれということで、あそこから子どもが落ちたらどうするのよみたいな話がありまして、

これも完成の見通しについてお聞かせください。 

  次に、８７ページに移りましたら、消防費です。１項、消防費、１目、常備消防費、

８７ページで、２節に給料が計上されてます。一般職給１億３,０１４万２,０００円で

す。前年度１億３,０００万円で同じような金額になってますけども、これ、常備消防
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に携わっている職員数はどのぐらいになる見通しなのか、お願いします。 

  それから、８９ページに移りまして、１３節、委託料、救急救命士挿管実習委託料、

３０万円の計上です。説明資料の４０ページに１万円掛ける３０症例となっている、こ

のやつはどういうことかよくわからない、３０症例挿管の練習をするということなのか、

簡単に挿管の練習といっても、そう簡単にはいかないと思いますけど、ですから、この

事業内容の具体的な説明、一体どういうふうにして挿管実習をしているのか、お願いい

たします。 

  それから、１８節の備品購入費、これは８９ページです。消防用備品、５４９万５,

０００円、説明資料の８０ページに、署活系無線設備２６５万円という説明があります。

その署活系無線設備というのがどういうものなのか、内容の説明をお願いします。 

  それから、同時に備品購入で救急車３,９６２万円の計上がされてます。今使ってる

救急１という、高規格救急車があるんですが、あれが消防本部で持ってる最新の機能を

備えた救急車だと理解してるんですが、今度購入しようという救急車がどんな機能、今

の救急車と機能的にどう違うのか、その辺の説明をお願いします。 

  以上です。 

（５番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 

○建設課長（井村本彦君）    ８２ページをお願いします。田代議員の質疑にお答え

させていただきます。 

  ７款、１項、道路橋梁費の１５節、工事請負費の３,０００万円、町道補修及び舗装

生活関連工事の３,０００万円についてでございます。これに関しましては、結果とし

て、決算時には若干、増額をいつもお願いしているものでございますが、現在、いただ

いておる区長さんの申請等々、整備もできてきている関係上、少なくなっているので、

それに基づいて積算させていただいて、一旦、上程させていただいてございます。 

  それから、続きまして、８３ページ、道路橋梁新設改良費の１５節、工事請負費の平

中通り２号線の工事でございますが、これに関しては、以前にも僕御質疑いただいたと

思うんですが、でこぼこの舗装のところもございます。ですから、この予算を認めてい

ただければ、早い目に、その工事を早急に着手したいと思ってございます。 

  ちなみに、平中通り２号線の工事完了予定は平成３０年度ということで予定してござ
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います。 

  続きまして、河川改修工事の進捗状況でございますが、現在、柴目川と長谷川を工事

してございます。今回、ちょっと予算のほう、増額していただいたわけでございますが、

現在のところ、柴目川で約３０％から４０％の進捗、長谷川で５０％から６０％の進捗

という形になってございますので御理解賜りたいと思います。 

  続きまして、８４ページをお願いします。 

  同じく、道路橋梁費の１７節の公有財産購入費の町道平中通り２号線の１,５００万

円でございますが、これは未買収区間の延長２００メートル間の約５００平米の用地買

収に係るものでございます。この間に関しては、測量もまだいたしてございませんので、

あくまで暫定で置かせていただいてございます。 

  続きまして、２２節の補償及び補塡費につきましての町道平中通り２号線の３,８０

０万円でございますが、これに関しましても、建物補償でございます。今年度において、

建物鑑定も実施する予定でございますので、そのときに精査という形になろうかと思わ

れます。以上、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、８５ページをお願いします。 

  ７款、４項、１目の公園費の１１節、需用費の電気代でございます。これと関連して、

１５節の工事費も含めて御説明させていただきたいと思います。 

  議員仰せのように、くすのき公園につきましては、夜中につけっ放しということが、

よく私も把握してございます。その関係もございまして、今度のフェンスの設置工事を

行うときに、同時にセンサー式のライトに変えるという予定もしてございますので、御

理解を賜りたいと思います。 

  以上、簡単ですが。 

  申しわけございません。くすのき公園、非常にフェンスのほうが危険やということで

ございますので、また予算をお認めいただきまして、４月に入りましたら、なるべく早

いうちに着手したいと思いますので、御理解をお願いいたします。 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。 

（建設課長 井村本彦君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    消防長、家本君。 

（消防長 家本 宏君 登壇） 

○消防長（家本 宏君）    それでは、田代議員の御質疑、まず８７ページ、８款、
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１項、１目、常備消防費の２節、給料、これでございます。消防職員３７名分の一般職

給ということで御理解をお願いいたします。 

  次に、８８ページ、１３節、委託料、この救急救命士気管挿管の実習委託料３０万円

に関してでございます。申すまでもなく、気道確保をする上で、気管挿管というのは、

最善の策ということは、議員も御理解いただいてることかと思われます。しかしながら、

この行為を行うまでに、いろいろな要件がございまして、まず救急救命士の資格を取得

してから、必要な研修を受けなければならないという一つの要件がございます。なおか

つ、実務経験、３年経過後に、この気管挿管のまさに実習がございまして、３０症例、

これ、成功症例３０症例を証明してもらわなければ、救急現場でこの行為ができないと

いう取り決めに基づく研修でございます。当消防本部におきましては、１名の救急救命

士がことしの、平成２８年度内にこの要件を満たすものですから、一応、こういった委

託料を計上させていただいたものでございまして、研修先に関しましては、日赤医療セ

ンター、もしくは和歌山県立医科大学、こちらのほうでの研修ということになります。 

  研修費用に関しましては、１症例１万円ということで、３０症例３０万円ということ

になります。 

  以上で御理解をお願いしたいと思います。 

  次に、１８節、備品購入費でございますが、署活系の無線、こちらのほうから御説明

をさせていただきます。 

  御承知のように、昨年４月から消防救急無線のデジタル化の整備が完了しまして、運

用しているところでございますが、刻々と変化する災害状況下の中で、より迅速に活動

方針、また隊員間、車両間の情報連絡をする手段として、署活系という４００ヘルツ帯

のアナログ無線の所有が許されているところでございます。今回、今申し上げましたよ

うに、車両間での迅速なやりとりを行うために、一線車両１０台に車載用のアナログ式

の無線機を装備するということで御理解をお願いしたいと、このように思います。 

  それから、救急車に関してですが、現在所有している救急車と何ら遜色がございませ

ん。現状における救急救命士のいろんな救命処置が全てできるだけの装備、これを有し

ておりまして、現状の車両もそういう装備を有しておりますので、何ら変わりはござい

ません。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（消防長 家本 宏君 降壇） 
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○議長（小椋孝一君）    ５番、田代哲郎君。 

○５番（田代哲郎君）    道路橋梁維持費の１５節、町道補修及び舗装関連工事で３,

０００万円、現在、区長から申請のある分だけを今計上してるんだということで、実際

には、この部分の、今ちょうど３月で、どことも区長が入れかわる時期なんで、私もい

ろいろと、区長かわってからにしてよということで、実際には区長が申請書を出すとい

うことになるんですけど、そういうことで、２６年度決算では４,７００万円からの需

用費があるので、おいおい追加補修をしていくつもりだろうと思うんですけれども、で

きるだけやっぱり申請が今ある分だけということではなしに、決算の額に近い予算を置

いておくというわけにはいかないのか。その点、どうなのかお願いします。 

  道路橋梁新設改良費につきましては、平中通りはできるだけ早くということでござい

ますので、平成３０年度の完成ということで、急いでほしいと思います。苦情が非常に

多いので。でこぼこになってますのでね。ただ、河川改修で柴目川と長谷川の改修で、

柴目の３０％から４０％、長谷川で５０％から６０％の進捗率ということで、どちらも

小規模河川でありまして、ふだんから毎年予算のときに、これを言うんですけど、田舎

ならではの水生昆虫とか、小魚などが生息しているので、配慮してほしいというふうに

毎年申し上げるんですが、そういうことはちゃんとやっておりますんでという今までの

答弁でしたが、具体的にどんな形で、見に行ってもよくわからないので、どんな形でそ

ういう、自然を壊さないようにやっていただけてるのか、それをお願いします。 

  公園費とか、ほかのことはわかりました。 

  消防費の中で、３７名分と、決算のあれをちょっと確認してないんで、現状とどうな

のかわからないんですけども、いわゆる給料３７名分というのは、今と同じような体制

でいくということなのかどうか、そこだけお願いします。 

  ４０ページの委託料で、挿管実習委託料で成功例３０症例いうたら大変だと思います。

それは、あくまでも医師がやってる挿管と同じ器具を使ってやるということなのか、そ

れともツーウエイチューブとか、そういうのを使っての挿管なのか、その辺だけ後学の

ために教えてください。 

  それから、高規格救急車に関しては、今の救急車とほとんど変わらないと、同じ機能

を持ってるという、今の救急車と、３,９００万円かけて、今、私の認識では３台ぐら

い、高規格じゃない分も含めてあると思うんですけども、新しく購入するというのは、

やっぱり活動範囲を広げるとか、そういうあれがあるのかどうか、その点、お願いしま
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す。 

○議長（小椋孝一君）    田代議員、できるだけお願いしますという言葉は控えて。 

  建設課長、井村君。 

○建設課長（井村本彦君）    田代議員の再質疑にお答えさせていただきます。 

  まず、道路橋梁費の１５節、工事請負費の３,０００万円でございますが、我々もで

きることとしたら、対前年度実績で要望はしておるわけでございますが、何せ、財政事

情等々もございます。その辺をまた踏まえた中で、財政当局と協議いたしまして、この

金額で上程させていただいているということでございますので、当初に関しては御理解

を賜りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、８３ページの工事請負費の河川改修工事に係るものでございます。小規

模河川で、自然を壊さないような構造になっているというのがわかりにくいというよう

な質疑であったかと思うんですけども、自然環境型ブロックというのを使ってございま

す。これは、中が軽石のようになってまして、空気も通すし、動物もすみやすくなって

いるということになってございます。また、ごらんいただいたら結構かと思うんですが、

そういうふうな扱いでやらせていただいてございますので御理解を賜りたいと思います。 

  以上、簡単ですが、答弁とさせていただきます。 

○議長（小椋孝一君）    消防長、家本君。 

○消防長（家本 宏君）    田代議員の再質疑にお答えをさせていただきます。 

  一般職給に関してなんですが、２７年度末で１名の定年退職者がおりまして、新規採

用２名ということで、１名増の３７名ということになります。 

  それから、気管挿管、これの実習でございますが、挿管チューブを実際に使用して、

オペをする患者の方に、ドクターの指導を得ながら、日赤または医大のオペ室で実際に

施術を行うと、それで、その認定医の方に成功というお墨つきをもらった症例が３０症

例なければならないと、こういう形での実習となります。 

  それから、高規格救急車の更新理由でございますが、平成８年に導入しました救急車

が１台ございます。経年劣化等々発生し始めましたので、更新配備ということで御理解

を賜りたいと、このように思います。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございますか。 

  １１番、美濃良和君。 
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（１１番 美濃良和君 登壇） 

○１１番（美濃良和君）    まず初めに、８２ページ、土木費の道路橋梁費で、維持

費ですけども、聞いときたいんですけども、その需用費の中の電気料、トンネルなんで

すけども、これについて、前から暗いという住民の要望があるんですけども、明るくし

てもらいたいという要望があるんですが、それについての状況についてお聞きしたいと

思います。 

  それから、８４ページに備品購入費として、前のページから、１８節の備品購入で１

４６万８,０００円の公用車と、先ほど田代議員の質疑にもありました８９ページの備

品購入の消防備品と救急車、及び９１ページの備品購入の中の消防車、あるんですが、

いろいろとこの間に入札にかかわる問題で、住民の方々の御心配もあるかと思います。

それで、入札の方法について、何社を予定しておるかとか、その辺のところの状況をお

聞きしておきたいと思います。 

  それから、８５ページなんですが、ここに、土木費の、住宅費の中の委託料で、耐震

診断の３００万円あるんですが、歳入で１８ページに、一番上のところに、総務費の中

の補助金で耐震促進事業費補助金として２０８万３,０００円と、これとの関係がある

のかお聞きしておきたいと思います。 

  以上、よろしくお願いします。 

（１１番 美濃良和君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ２時１１分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１１分） 

○議長（小椋孝一君）    建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 

○建設課長（井村本彦君）    ８２ページをお願いします。美濃議員の質疑にお答え

させていただきます。 

  ７款、２項、橋梁費の１目、橋梁維持費の１１節、電気料のトンネルに係るものでご
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ざいますが、以前にも議員に御質疑いただいたかと思うんですけども、それから後に上

ノ城トンネル、三本松トンネル、暗いことは私も承知しておりましたので、必要最小限

に明るくなっておると思いますので、御理解を賜りたいと思います。 

  続きまして、８４ページをお願いします。 

  ７款、土木費、２項、道路橋梁費の１８節、備品購入費の公用車でございますが、こ

れは軽ダンプを買いかえるものでございます。入札方法等々に関しては、業者選定委員

会を開いてからということになりますんで、業者数等々は現在わかってございません。 

  以上、簡単ですが、答弁とさせていただきます。 

（建設課長 井村本彦君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、中谷君。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 登壇） 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    私のほうから、美濃良和議員の御質疑にお答えい

たします。 

  ８５ページの７款、土木費、３項、住宅費、１３節の委託料の耐震診断調査業務の委

託料３００万円についてですけども、その歳入の１８ページの住宅耐震化促進事業補助

金の２０８万３,０００円について、関係があるのかということですけども、これにつ

いては関係ございません。 

  この、うちの予算につきましては、１６ページの中の５目の土木費国庫補助金の中に

あります社会資本整備総合交付金の中に３００万円のうち、５０％として１５０万円が

含まれております。 

  以上でございます。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    消防長、家本君。 

（消防長 家本 宏君 登壇） 

○消防長（家本 宏君）    美濃良和議員の御質疑にお答えをさせていただきます。 

  備品購入に関しての入札の業者数ということでございますが、紀美野町条例に基づく

物品購入事務に基づいて事務を執行いたします。先ほど、建設課長からも答弁ありまし

たが、業者選定委員会において決すべき事項でありますので、今、この場において何社

ということは申し上げることはできません。 

  以上、御理解賜りたいと思います。 
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（消防長 家本 宏君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    トンネルについては了解しました。 

  備品購入について、選定委員会を開くのでということなんですが、これはどういう、

選定委員会にかけるルールというんですか、その一定のルールがあって決まっていくと

思うんですが、そこのところの大まかなところは、この場では答弁いただけないんです

か。 

  それから、８５ページの耐震診断の委託料ですけども、１６ページにある、今答弁も

らったんですが、３００万円と言われたように思うんですけども、土木費国庫補助金の

中の社会資本整備総合交付金３,３００万円ですか、３００万円とかって答弁あったよ

うに思うんですけど、その辺についてもう一度聞いときたいと思います。 

  それから、消防用備品ですね、８９ページの備品購入の中の、これについても、そう

いうふうなことになるのか、条例の中の業者選定の委員会によるものだということです

けども、業者選定の委員会では、どこまでのところを縛ってあって、その中のこういう

というふうな説明はいただけないんですか。 

  以上、お願いいたします。 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、中谷君。 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    美濃良和議員の再質疑にお答えいたします。 

  ８５ページの７款、土木費の３項、受託費、それの１３節、委託料の中の３００万円

でございますが、その耐震診断の３００万円につきましては、補助金のほうにつきまし

ては、１６ページの土木費の国庫補助金の中の社会資本整備総合交付金としまして３,

３１４万３,０００円のうちに、３００万円のうち５０％の補助金ということで、１５

０万円計上しております。 

  それから、先ほどの備品購入ということで、業者選定委員会の関係でございますが、

一応、原課から業者選定委員会へまずかけまして、それから選定会によって決定するも

のであります。選定委員会につきましては、町条例にも記載しております。 

  以上です。 

○議長（小椋孝一君）    消防長、家本君。 

○消防長（家本 宏君）    美濃良和議員の再質疑にお答えをさせていただきます。 

  備品購入費の救急車も同じような要領でというお話だったかと思われます。当然のこ
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とながら、救急車であろうと、消防車であろうと、入札に付するということに関しては

変わりはございません。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（小椋孝一君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    ８９ページや、その前の備品ですね、８４ページと、い

ろいろとあるんですけど、前の消防、救急車だったですか、購入したときも、かなり落

札率が９０％を超えるというような状況であったと思うんですけども、そういうふうな

結果であったんだから仕方がないというふうになるんかしりませんが、やっぱり今、非

常に町民の皆さん方も、一般的な皆さん方、そういういろんな心配される部分がありま

す。そういう面で、十分にそこのところを、よく言われるところの９０％を超えること

については、非常に灰色になってくるというふうなこともあったりして、その辺につい

ての入札については、まだ条例に基づいてやるんだということだけで詳しい内容につい

ては答えられないということですけども、その点で、できるだけ数の多い業者の選定と

いうんですか、でやっていただきたいと思いますが、もう一度聞きたいと思います。 

○議長（小椋孝一君）    副町長、小川君。 

○副町長（小川裕康君）    美濃議員の再々質疑の中で、入札の落札率が９０％とい

うような御質疑がございましたけれども、それは一概に、もちろん言えないわけであり

まして、今までも申し上げてきましたように、入札については、適正に執行していると

いうことは、今回も申し上げます。 

  さらに、指名業者につきましては、業者選定委員会で最終的に決定するということで、

ものによりまして指名業者の数も変わってくるというのは当然のことかなと思っており

ます。できるだけ適正な入札ができるような形での業者選定、業者の数は常に検討して、

考えて執行しているということでございますので、そういうことで答弁といたします。 

  以上です。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで歳出、第７款から第８款についての質疑を終わりま

す。 

  続いて、歳出、第９款から最後までについて、質疑を行います。 

  ６番、西口 優君。 
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（６番 西口 優君 登壇） 

○６番（西口 優君）    ８７ページの柴目長谷分校体育館電気料が８,７００円の

１２カ月と、水道代が２,２００円の１２カ月という、この学校は分校は休校になって

る中で、どういう使われ方してるのかなと思うんですよ。 

  ごめんなさい、当初説明資料の中の８７ページです。 

○議長（小椋孝一君）    議案書の何ページですか。 

  しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ２時２７分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時２７分） 

○議長（小椋孝一君）    ６番、西口 優君。 

○６番（西口 優君）    済みません、失礼いたしました。 

  当初予算説明資料の中に柴目長谷分校体育館の中の、説明資料の中に電気料金が８,

７００円の１２カ月と、そして水道代が２,２００円の１２カ月という、こういうふう

に書かれております。この中で、この柴目長谷分校というのは、休校されてる、そうい

う中での、こういう電気使用料とかというのは、どういう形の使われ方してるのかなと、

そういうふうに思いました。 

  それと、同じ説明資料でもよろしいですか。当初予算説明資料の１０１ページの中に、

ピアノ調律手数料、２万７,０００円、これは大体わかるんですけども、ピアノ保守点

検委託料、１２万８,０００円という部分が、調律と保守点検委託料ということの、単

純に言葉の違いだけかもわからんねんけど、どういうことを保守点検すると言うんかな

と思うて、ちょっと尋ねたいと思います。 

（６番 西口 優君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    総務学事課長、前田君。 

（総務学事課長 前田勇人君 登壇） 

○総務学事課長（前田勇人君）    それでは、西口議員の御質疑にお答えをさせてい

ただきます。 
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  議案書の９４ページでございます。９款、教育費の１項、３目、教育諸費の中の１１

節、９４ページの需用費の中で、電気料金と水道料というのがございます。それで、説

明資料のほうでは、８７ページの電気料、水道代ということで、柴目長谷分校の体育館

となってございます。 

  これにつきましては、町立学校の施設の開放条例に基づきまして管理をしてございま

す。それで、申請等があれば、ここを開放するということでございますので、そのため

の維持費ということでございますので、御理解を賜りたいと思います。 

  以上でございます。 

（総務学事課長 前田勇人君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    生涯学習課長、岩田君。 

（生涯学習課長 岩田貞二君 登壇） 

○生涯学習課長（岩田貞二君）    予算書の１０７ページの１３節の一番最後の列で

すが、ピアノの保守点検委託料、１２万８,０００円であります。これは、ピアノのビ

スとか、その締め、ハンマーの弦の合わせ、そういったことを１６項目にわたって調べ

るというのが、保守点検の点検業務になります。調律は音域の、音量の、音程の調整と

いうことになりますんで、そういうことで、ペダルの調整から鍵盤の調整ということで

御理解賜りたいと思います。 

（生涯学習課長 岩田貞二君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ６番、西口 優君。 

○６番（西口 優君）    柴目長谷分校の、今開放条例の中で、みんなに開放してる

という、それはそれでいいことなんやと思うんやけど、実際に、どういう使われ方をし

てるのかなと、そういうところまでちょっと聞かせてもらいたかったんやけど。使われ

方がね、確かに、そらみんなに開放してくれたら、それはそれでええことでしょう。だ

けど、現実問題として、こんなんに使うてますという部分がね、ちょっとわかりにくか

ったんで、あそこの建物で、どういう使われ方してるのか。公的な施設だから、みんな

が使うてくれたらいいと思うんやで、だけど、ここには公民館もある中で、そこを使っ

てるというのは、誰がどういうふうな形で使うてるのか、ちょっと詳細に説明願いたい

と思います。 

○議長（小椋孝一君）    生涯学習課長、岩田君。 

○生涯学習課長（岩田貞二君）    施設の管理は、総務学事課になるんですが、利用
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状況になりますと、生涯学習課ということになります。あの体育館は、こっちで言う選

挙事務に使ったり、投票所の役割をしております。また、地域の方々で卓球などもあそ

こで使用しております。また、警察が防犯訓練、立てこもり等の訓練などにも御利用し

ているようです。ということで、使用ということで、そういう内容であります。 

○議長（小椋孝一君）    ６番、西口 優君。 

○６番（西口 優君）    選挙というのは、４年に１回の話やし、警察が、定期的な

使い方っていうの、実際にちゃんと把握してないん違うかなと、今の説明を聞くと、か

えって本当にその中身がわかってんのかいなって思ってもたわけよ。確かに、みんなが

使うてくれたらええことなんやで、だからそれに対して反対してるわけでも何でもない

んやけど、本当に使われ方が把握できてるのかって、そういうふうな、かえって疑問を

持ってしまったような状態なんやけど、定期的に何かのサークルが何曜日使うてますと

かっていう、そういうふうな使われ方はされてないんかね、実際問題として、どうなん

やろう。もっと、広く開放する方法があれば、それにこしたことないでしょう。だから、

そういうふうな使われ方が、これで見る限りは、１戸の小さい家の電気代ぐらい要って

る、水道代もそのぐらいかかってるということから考え方ときに、もっと利用頻度を上

げる方法というのをやっていくべきじゃないかなと思うんよ。実際に、お金がかかって

るということから考えたらね。だから、もうちょっと広く使われる方法っていうのを、

どんなんしてるのか、再々度の説明を願いたいと思います。 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ２時３３分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時３４分） 

○議長（小椋孝一君）    生涯学習課長、岩田君。 

○生涯学習課長（岩田貞二君）    あの体育館では、２団体が土曜日と日曜日、バド

ミントンなどに週１回ずつ利用してるということでございます。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございますか。 

  ５番、田代哲郎君。 
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（５番 田代哲郎君 登壇） 

○５番（田代哲郎君）    それでは質疑を行います。 

  ９２ページ、教育総務費、２目、事務局費、２節、給料、一般職給、２,８９４万円

の計上です。前年度１,６２２万７,０００円でした。この一般職給の計上で、事務局の

体制は新年度からどうなるのか。 

  それから、９４ページに移りまして、教育諸費、８節の報償費で教育相談員報償費６

８万４,０００円の計上です。事業内容の説明をお願いします。 

  ９９ページに移りまして、２項、小学校費です。２目、教育振興費、２０節、扶助費

です。要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費、２４８万６,０００円の計上です。

前年度、２４４万６,０００円ですから、さほどに変わっておりません。 

  それから、１００ページ、中学校費で、やはり２目、教育振興費で、要保護及び準要

保護児童・生徒就学援助費、こっちが２４８万６,０００円で、小学校は２２３万７,０

００円です。どちらも、そんなに大きな違いはないんですが、小学校と中学校とも就学

援助の受給率をどう予測しておられるのか。 

  それから、４項の社会教育費、１０２ページです。３目の公民館費、１５節、工事請

負費、１０３ページですか、中央公民館電気改修工事、１,０１５万４,０００円という

計上です。この事業内容をお願いします。 

  １０５ページに移りまして、みさと天文台管理運営費、２節の給料、一般職給７８０

万３,０００円で、また１名減との説明があったんですが、そんなに見学者が余りふえ

ていないということだろうと思うんですけど、天文関係の、今は中心にやってるんです

が、そら天文台やから、星を眺めたり、天文の知識を得たりするところだと思うんです

けど、県立自然博物館のように、昆虫標本の展示であるとか、そういう幅広い自然の学

習の場ということも将来は検討してもいいんじゃないかと、この人件費のところでしか

聞きようがないんで、いうように思うんですが、そういうところについては町としては

どう考えておられるのか、答弁してください。 

  それで、同じ天文台で、７節に賃金というのがありまして、２５７万２,０００円が

計上されています。何に、どんな業務内容の仕事なのか、答弁してください。 

  １０６から１０７にわたりまして、文化センター管理運営費で１１節、需用費で修繕

料、１４３万３,０００円、スタインウェイの修理という説明でした。ただ、こんなに

要るのかという気がします。大体購入費の１割ぐらいですから。どんな内容、ハンマー
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を取りかえるとか、そんなことだという説明も受けてるんですが、それにしても、１４

３万円というのは、委託する、それをお願いするところは、もうそのスタインウェイを

専門に扱ってるところしかないんだろうと思うんですけど、だから、どういう話で、そ

ういう修理代を決めていくのかということも含めて説明してください。 

  それから、１３節に委託料というのがありまして、ここには載ってないんですが、全

体で６２０万１,０００円の委託料が計上されてます。この中には載ってないんですけ

ど、文化センターのホールの機能というんですか、もう建設してから大分時間がたつと

思うんで、例えば、当初、残響音が１.７秒の残響音がつくようにということでなって

るんですけど、そういうものの、いわゆる音響効果の点検というのは、劣化してるとか、

そんなことはないんでしょうけども、そういうことをできる業者に委託してもらうとい

うようなことはできないのか、将来の話ですけども、そういうことも考えとかんとあか

んのかなという、この日曜もマイクを使わない、電気音響を使わないコンサートをやっ

たと思いますので、そういうことがありますと、マイクを使っているときは、ぼんぼん

はね返るんで、あの残響音が邪魔やなという気はするんですけども、実際に、クラシッ

クの演奏での残響音とかの点検委託というのはできないのかどうか、説明してください。 

  それから、ここに文化振興事業委託料というのが２００万円計上されてます。今年度

は幾ら要ったかわからないんですけど、まだ決算が出てこないと、高いのか安いのか。

２６年度はＭＡＬＴＡをあそこでやって、８０万円ということで、２００万円の予算に

対して８０万円の歳出ということになってます。だから、毎年度、ことしは全部要るく

らい高かったんかどうか、そこはクラシックのオペラ歌手ですから、わからないんです

けども、予算を２００万円もとってもというほどのことはないと、２００万円とってる

んだから、これ有効に使って、去年のように８０万円だったら２回ぐらい呼べるんで、

そういうことを、別にＭＡＬＴＡを２回呼んでこんでもええんやけど、ほかの事業も呼

べるんと違うかなと思います。効果的に使ってほしいと思います。その辺の答弁をして

ください。 

  以上です。 

（５番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    総務学事課長、前田君。 

（総務学事課長 前田勇人君 登壇） 

○総務学事課長（前田勇人君）    それでは、田代議員の御質疑にお答えをさせてい
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ただきます。 

  まず、９２ページ、９款、１項、２目、事務局費でございます。この給料につきまし

てでございますが、２７年度は当初、４名分ということでございました。それで、２８

年度につきましては、７名ということでございまして、これは国体分２名分を含んでご

ざいますので、まだまだこれから異動等がございますので、変わってくるものと考えら

れます。 

  それから、９４ページでございます。３目、教育諸費の中の教育相談員の報償費でご

ざいます。６８万４,０００円でございます。これにつきましては、スクールソーシャ

ルワーカーということで、２７年から入っていただいてます方の１名分を計上させてい

ただいてございます。 

  それから、９９ページでございます。９款、教育費の２項、小学校費の２目の教育振

興費でございます。この中の扶助費でございますが、受給率ということでございました

が、小学校につきましては、児童が２７０人ということで、３３名分を見込んだ額とい

うことにさせていただいてございます。 

  それから、１００ページの中学校費の中の２目の教育振興費の中の、同じく２０節の

扶助費でございます。これにつきましても、中学校１９０人に対して２３人の見込みと

いうことで計上させていただいてございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（総務学事課長 前田勇人君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    生涯学習課長、岩田君。 

（生涯学習課長 岩田貞二君 登壇） 

○生涯学習課長（岩田貞二君）    田代議員の質疑の１０３ページの中央公民館、１

５節、中央公民館電気室改修工事であります。 

  中央公民館につきましては、昭和５７年に建築されて３０年が経過しております。そ

の中で、電気系統の変圧器、開閉装置等々がもう老朽化しているということで、漏電火

災の原因となるということで、それの取りかえということで計上させていただいており

ます。 

  それから、１０５ページのみさと天文台管理運営費の給料、２節、給料、７０８万３,

０００円でございます。１名減ということで説明させていただいておりました。これは、

もともと３名の職員を計上していたんですが、文化センターのほうへ１人が異動してお
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りますので、ここで１人削減ということで減額しております。 

  それから、７節の賃金であります。賃金につきましては、客員研究員及び臨時雇用と

いうことで、１名ずつを行っております。イベント等の手伝いから講師というようなこ

とをやっていただいております。そういうことでお手伝いを願っているということで御

理解賜りたいと思います。 

  それから、１０７ページ、文化センター管理運営費の中の１１節、修繕費、スタンウ

ェイの修繕費でございます。それにつきましては、現在使用しているスタンウェイピア

ノのハンマー部分が、弦をひけば、ハンマーが上がって弦へ当たることになるんですが、

使用しているうちに、だんだんそのハンマー部分の綿状の部分がへこみが出てくるとい

うことで、修繕をしていかなければならないんですが、ある程度の期間は調整がきくん

ですが、それ以上になりますと、また調整がきかなくなってくるということで、ハンマ

ー部分を全面かえていかんと、調整がだんだんきかなくなってきてるということになっ

てます。正式名はハンマーアッセンブリー交換ということになっております。 

  かなり、専門的な機械なもので、技術料というのがまた高くなっております。日にち

も１０日ほどかかるということ、交換だけに１０日ほどかかるということでありますの

で、御理解賜りたいと思います。 

  それから、１０７ページの同ページの委託料の中の自主事業、文化振興事業委託料２

００万円でございます。前年度はＭＡＬＴＡさんということで８０万円、今回、秋川さ

んで２００万円という予算でやっております。この施設の音響関係につきましても、秋

川さんはマイクを使わず歌うことをやりました。それで、本人からは、こういう施設、

かなり音響も整っているということで、お褒めの言葉もいただいております。今のとこ

ろは大丈夫だということだと思うんですが、専門の耳で褒め言葉があったということで、

最終的にはホールの点検ということで、音響の効果的なものを調査していく必要もあろ

うかと思いますので、また御理解を願いたいと思います。 

  また、天文台の利用についてであります。毎年、大体１万１,０００人弱ぐらいの天

文台へお客さんが来てくれています。本年度、２７年度では一万七、八千人ぐらいは行

くんではないかと、ふえてる状態であります。利用も、高まってる中で、昆虫の標本と

か、そういうことは、今のところは、そういうスペースもございませんので、考えては

おりません。 

  以上で説明とさせていただきます。 
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（生涯学習課長 岩田貞二君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ５番、田代哲郎君。 

○５番（田代哲郎君）    ９４ページの教育諸費の中の報償費、スクールソーシャル

ワーカーの報償だということですが、ソーシャルワーカーというからには、社会福祉士

の資格か何か、その辺の有資格者がソーシャルワークに当たるのかどうか、お伺いしま

す。 

  それから、今、子どもの貧困が社会問題になっていて、どこでも貧困、貧困と言うん

で、１００ページの教育振興費の中の９９ページと１００ページの要保護及び準要保護

児童・生徒就学援助費なんですが、傾向として、何年か前に、大体１５％ぐらいの、全

国的な平均では受給率というか、給付率だということであって、そのときにお伺いした

のが、うちの町では１０％程度ですと。今、聞いた数字からすると、１０％よりは若干

多いようですので、その傾向というのは、今はそういう形で、将来ふえていくというふ

うに見ておられるのか、そのあたりの見通しについて答弁ください。 

  以上、お願いいたします。 

○議長（小椋孝一君）    総務学事課長、前田君。 

○総務学事課長（前田勇人君）    それでは、田代議員の再質疑にお答えをさせてい

ただきます。 

  ９４ページ、教育総務費の中の教育相談員報償費でございますが、このスクールソー

シャルワーカーという方でございます。この方につきましては、社会福祉等の専門的な

知識・技術を要するということになってございますので、持っておられる方を雇用して

ございます。 

  それから、９８ページから９９ページにかけての教育振興費の中の扶助費と、それか

ら１００ページの中学校費の教育振興費の扶助費、２０節の扶助費のことでございます

が、ふえているのかということでございますが、これはあくまでも予算でございまして、

これだけの分を見込んでるということでございます。 

  ちなみに、２６年の決算とはほぼ同数というふうな形でさせていただいてございます。 

  傾向的には、人数は減ってるけども、対象者は、そんなに減ってないというのが現状

でございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（小椋孝一君）    ５番、田代哲郎君。 
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○５番（田代哲郎君）    ただいまの小学校、中学校の要保護児童への就学援助費で

すけども、何にしても、そういう制度について実施しておられると思うんですけど、周

知と、わかりやすい説明の工夫というのが必要だと思います。実際、それを知らなくて

申請していないということも起こらないとは言えませんので、そういう点について答弁

ください。 

  以上です。 

○議長（小椋孝一君）    総務学事課長、前田君。 

○総務学事課長（前田勇人君）    田代議員の再々質疑にお答えをさせていただきま

す。 

  毎年、２月から４月に学校を通じて保護者の方にお知らせをするというふうになって

ございますので、皆さんは御理解をいただいてるというふうに思ってございますので、

御理解を賜りたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ３時０２分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時１８分） 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

  １１番、美濃良和君。 

（１１番 美濃良和君 登壇） 

○１１番（美濃良和君）    それでは、私のほうからは、９６ページ、今、報償費の

中の教育相談員がソーシャルワーカーということでわかったんですが、その上の教育支

援員の報償費が６１４万４,０００円、前年と同じぐらいの金額なんですけれども、こ

れ、今小規模校が大変多くなってきてます。小学生で毛原は９名ですか、来年度、それ

から小川で、ちょっとふえて十五、六人になるかというふうに思うんですけれども、こ

ういうふうな状況の中で、先生の数も限定されてきたりして、教育支援員の、町のそう

いう支援が大変大きい役割を果たすと思うんですが、この６１４万４,０００円、この
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数字で何人あって、それで充当されるのか、お聞きしたいと思います。 

  それから、９６ページ、これはその前のページのほうから負担金、補助及び交付金で

続いてきてるんですけれども、この中で、ＰＴＡの連絡協議会の補助金がなくなってる

んですけど、これは後のほうへ出てきてますので、あとこの大成高校の大成校舎支援補

助がなくなってるんですけれども、これについてお聞かせいただきたいと思います。 

  それから、その下の学校管理費ですね、９款、２項、１目の７の賃金ですね、ここで

給食調理員さんが１,０００万円ちょっとあるんですけども、それで臨時さんとあるん

ですけども、２６年度は７６８万３,０００円で、今年度は１,０７６万７,０００円と

６６２万１,０００円というふうになっておりますけれども、この単価と、それからこ

の数がなかなかそろわないというふうに聞くんですが、十分な状況に皆さん方なってる

んかどうか、十分なお支払いできる待遇になってるのかどうか。それと、その辺の、校

務員さんもそうなんですけども、このことについてお聞きしたいと思います。 

  そして、１１、需用費の修繕料で、２６年度の決算を見てみましたら１１２万５,０

００円で、倍余りあるんですが、何しろ、学校がだんだん古くなってきてるというふう

なことで、大変それぞれ苦心をされてるようなんですけれども、これで十分に学校の要

望に応えられているのかお聞きしたいと思います。 

  次、その下の教育振興費です。ここの需用費で印刷製本の費用があったんですけれど

も、この費用がどうなったのかお聞かせいただきたいと思います。 

  準要保護等については、田代議員のほうで質疑あったので置きます。 

  ９９ページの中学校費ですが、ここの学校管理費の中の需用費で、同じくこの修繕料

ですね、１４８万２,０００円、２６年度決算では９９万２,０００円だったんですよね、

それに比べれば増額となってるんですけれども、中学校といえども、だんだん古くなっ

てきてる。野中については、町のほうで大きな改修をされたので、かなりよくなってる

と思うんですけれども、他の学校では、そういうふうなところが起こってきてると思う

んですけれども、この１４８万２,０００円で十分に要望に応えられるのかどうか、お

聞かせいただきたいと思います。 

  そして、１００ページの教育振興費の中の備品購入ですね、１８節、これで施設用備

品が２３９万９,０００円あったんが消えておりますけれども、これについてもお聞か

せいただきたいと思います。 

  それで、次に１０２ページ、教育費の、社会教育費で生涯学習費ですね、２目の。そ
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の中の１９節、負担金、補助及び交付金、ここのところで世界民族祭の補助金が６０万

円あったんですけれども、消えています。これはどういうことになってきたのか、お聞

かせいただきたいと思います。 

  １０８ページ、１１目、自然体験世代交流センターのところで財源内訳の、その他１

０８万５,０００円、これについてお聞かせいただきたいと思います。 

  それから、初めの説明があったかと思いますけれども、１１１ページ、教育費、保健

体育費の中の体育施設管理費ですか、その中の工事請負費、１５節の防犯灯設置工事に

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

  以上、よろしくお願いします。 

（１１番 美濃良和君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ３時２７分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時２８分） 

○議長（小椋孝一君）    総務学事課長、前田君。 

（総務学事課長 前田勇人君 登壇） 

○総務学事課長（前田勇人君）    それでは、私からは、美濃良和議員の御質疑にお

答えさせていただきます。 

  ９４ページでございます。９款、教育費、１項、３目、教育諸費の中の教育支援員報

償費ということで６１４万４,０００円というものでございます。 

  これにつきましては、小学校が３校と中学校が２校ということで支援員の派遣をする

ようになってございます。 

  それから、９６ページでございます。小学校費の中の大成校舎への振興補助金という

のはどうなったのかということでございますが、これにつきましては、高等学校教育振

興補助金ということで、９０万円を上げさせていただいてます。この中に含まれてござ

います。 

  それから、その下の９７ページでございます。９款、２項、１目の学校管理費、小学
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校の学校管理費でございます。この中の７節、賃金で給食調理員とございます。これに

つきましては、給食調理員が平成２７年度では９名を予算化しておりました。それで、

２８年においては１０名ということで、１名増員を図ってございます。 

  それから、単価につきましては、給食調理員につきましては、資格ありが９００円、

資格なしが８００円ということで、時給に関しましてはそういうことでございます。日

額に関しましては、資格ありが７,０００円で、資格なしが６,２００円ということにな

ってございます。 

  それから、学校校務員さんにつきましては、時給は７５０円となってございます。 

  それから、その下の１１節の修繕料でございます。これにつきまして、要望は満たし

ているのかということでございますが、昨年度は１４４万１,０００円ということで、

今年度におきましては３１１万９,３００円ということで増額をさせていただいており

ますので、その分については、十分とはいかないかもわかりませんけども、満たしてい

るというふうに感じてございます。 

  それから、９８ページの教育振興費の消耗品で印刷というのがないんじゃないかとい

うことでございますが、これに関しましては、封筒の印刷でございまして、２年に一度

ということでございますので、今回はないということでございます。 

  それから、９９ページの９款、３項、中学校費の中の１目の学校管理費でございます。

この中の修繕につきましても、全年は３４万円というものが本年においては１４８万２,

０００円ということでございますので、増額させていただいておりますので、要望は満

たしているということでございます。 

  それから、１００ページの教育振興費の中の教材・施設用備品というものでございま

したが、それは２６年度におきまして、瀬藤基金を使いまして備品を購入してございま

すので、学校からの要望でそれを買ったということでございまして、本年は希望されて

ございませんので、当初には載せてございません。 

  以上、私からの答弁とさせていただきます。 

（総務学事課長 前田勇人君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    生涯学習課長、岩田君。 

（生涯学習課長 岩田貞二君 登壇） 

○生涯学習課長（岩田貞二君）    美濃議員の１０２ページ、生涯学習振興費の中の

１９節、負担金、補助及び交付金の中で、世界民族祭補助金がないのはなぜかというこ
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とであります。 

  世界民族祭は毎年１１月ごろ開催されますが、民族祭の実行委員会が開催されて、実

施する云々の検討と、日付の検討を行った結果、実施されるということになっておりま

す。それで、毎年９月ごろの補正で６０万円を計上させていただいておりますので、御

理解賜りたいと思います。 

  それから、１０８ページ、自然体験世代交流センター管理運営費の中の特定財源のそ

の他、１０８万５,０００円につきましては、世代交流センターと、横に、隣り合わせ

にモモが隣接してあります。そこの電気代がこちらへ入ってくるということに、使用料

を分けて入ってくるということになってますんで、１０８万５,０００円をその他のと

ころに計上ということになります。よろしくお願いします。 

  済みません、答弁漏れです。１１１ページの１５節、工事請負費の防犯灯設置工事１

５万９,０００円です。これは、スポーツ公園グラウンド周辺、延長で６００メートル

の遊歩道があります。その中の電球を足していこうと、暗い部分がありますので、安全

のために１本追加するということで御理解賜りたいと思います。よろしくお願いします。 

（生涯学習課長 岩田貞二君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    ９４ページの教育総務費の中の教育諸費の中の報償費で

教育支援員の報償ですけども、今、答弁は小学校３人、中学校２人ということで、答弁

いただいたんですけども、これで、子どもが減ってまいる状況の中で学校の運営も大変

しにくくなっているということは聞かれるんですけども、十分に配置ができているのか

どうか、もう一度お聞きしたいと思います。 

  ９７ページの小学校費の需用費の中の修繕料で３１９万３,０００円、前年よりふえ

ているということであったわけですけども、これで、例えばですけども、小川の学校も、

いろいろと古くなってきてる関係で、プールのろ過器とかが古くなってきてるというふ

うなことも聞いたりしますけども、この３１９万円、大変厳しい中で出してると思うん

ですが、その辺のところはどうであるのか、お聞きしたいと思います。 

  あと、７節、賃金ですけども、今、説明いただいたんですが、これで募集かけて、穴

があいた場合ですよ、応募してくれる方があるんかどうか。厳しいというふうに聞くん

ですけれども、ある程度のところの賃金は保障しなければならんのじゃないかというふ

うに思うんですが、その辺について、状況ですね、雇用の状況、きちんと町の募集に対
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して応えていただけるようになってるのかどうか、その辺の状況をお聞かせいただきた

いと思います。 

  教育振興費の印刷製本費はわかりました。 

  中学校費ですね、９９ページにあるんですが、これも修繕料で、前年度よりふえてる

と言いしものの、学校はもう本当にどんどんと古くなってきてる中で、電気がつかない

ところには出てるとか、そんなふうな話も聞くんですが、そこのところで十分であるの

か、もう一度お聞きしておきたいと思います。 

  教育振興費の施設用備品はわかりました。 

  それから、１０２ページの生涯学習振興費の中の負担金、補助の、民族祭は９月補正

であり得ると、そういうことでいいんですよね。 

  それから、１１１ページの教育費、保健体育費の中の工事請負で防犯灯ですけども、

スポーツ公園か、グラウンドか、あそこの６００メートルの電気について変えたという

ことなんですけど、これは、ほかの施設との関係はどうなんですか、大丈夫なんです。

最近は、ややこしい話もあって、カメラというふうなことも言われてるんですけども、

カメラはいろいろプライバシーの問題ありますけども、防犯灯について、ここは今回１

５万９,０００円を上げたんですけども、ほかの施設についてはどうか、聞いておきた

いと思います。 

○議長（小椋孝一君）    総務学事課長、前田君。 

○総務学事課長（前田勇人君）    それでは、美濃議員の再質疑にお答えをさせてい

ただきます。 

  ９４ページの９款、教育費の中の３目、教育諸費の報償費でございます。教育支援員

報償費ということでございますが、この中身につきましては、１０人ということで、小

学校が３校、中学校が２校ということでございまして、３人と２人というんではなくし

て、１０名を小学校３校と中学校２校に振り分けるものでございます。 

  それから、９７ページでございます。９款、２項、１目の小学校の学校管理費でござ

います。その中の給食調理員さんのことでございますけども、今年度はまだなんですけ

ども、前年度においてというんですか、この２月に募集しまして、一応、３月に締め切

って、申し込みというのがございました。それで、その方を採用するということにさせ

ていただいておりますのが現状でございます。 

  それから、９９ページでございます。９款、中学校費の１目、学校管理費でございま
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す。この中の修繕ということでございますが、小川小学校のプールはどうかということ

でございますが、今のところ、使えない状態ではないので、何とかやりくりしながら、

使える状態のままで維持していきたいというふうに思ってございますので御理解を賜り

たいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（小椋孝一君）    生涯学習課長、岩田君。 

○生涯学習課長（岩田貞二君）    １１１ページの１５節、工事請負費の防犯灯設置

工事であります。グラウンド周辺には、２メートル程度の歩道があります。夜間におい

てでも、早朝からでも、皆さんがよく歩いてるということで、その方々からの要望とい

うことで、一部暗いところを安全対策として、ライトを１本入れてほしいということを

要望を受けまして、予算を計上させていただきました。ほかの施設との影響はないかと

いうことであります。周辺、そのほかの周辺のところには、ある程度の間隔で外灯もあ

りますので、大丈夫と思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ３時４６分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時４６分） 

○議長（小椋孝一君）    総務学事課長、前田君。 

○総務学事課長（前田勇人君）    申しわけございません。答弁漏れがあったという

ことでございましたので。 

  中学校費の中の修繕料につきましては、学校管理費、９９ページの修繕料につきまし

ては、電気がつかないところがあるんじゃないかとかという話でございますが、そうい

うところにつきましては、今年度において改修を進めるところは改修を進めていきます

ので、また学校からそういった要望があり次第、補正なり等で対応してまいりたいと思

います。 

  以上でございます。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで質疑を終わります。 

  これから議案第３４号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

  １１番、美濃良和君。 

（１１番 美濃良和君 登壇） 

○１１番（美濃良和君）    だんだんと厳しくなる国からのいろんな財政の縛りの中

で、紀美野町として、大変いろんな点について、心を配ってやられていると、このこと

については評価したいと思います。 

  ただ、私どもとして、気になるのは、さきの質疑の中でも出てまいりました防衛協会

費ですね、きのう、きょうあたりから、ベルギーの自爆テロについて大変大きな問題に

なっています。 

  ここでは、外向いて、今、何かこう、そういう、日本の防衛力を持たなきゃならんと

いうふうなことを、そういうふうな世論操作がされているような気もするんですけど、

何言うても、テロ対策というのは、これは警察の仕事であって、自衛隊の仕事ではない

んですよね。ですから、幾ら、今言うてるように、憲法を変えようやとか、自衛隊をど

んどんと大きくするというのは、これは大きな間違いであって、かえって他の国から日

本が狙われてくると、そういう心配が多くの方々の中で出ています。 

  今、本当にしなきゃならんのは、他の国と仲よくするという、そっちのほうこそしな

ければ、仲よくしなければ攻められない、そういうところが大きな問題かと思います。 

  また、憲法第９９条には、公務員はこの憲法を尊重し、擁護する義務を負うと、こう

いうふうになってるんですけれども、そういう中で、憲法を変えようかという、防衛協

会に対して、町が応援するというのは、やはり矛盾があるかというふうに思います。 

  あと、マイナンバーの問題です。このマイナンバーはなくても、何ら支障がないとこ

ろなんですけれども、これについては、結局、国民をいろんな点で管理をするのが目的

だというふうなことから、今、このマイナンバーを進める中で、また矛盾が出てきたり

しています。この名前をかたられたりして、いろんな悪いことをされたりと、そういう

ところも出てきてるようであります。そういうふうなことがあったりして、これは決し

て、町長の判断があってやるんではなくて、国からの施策なんですけれども、しかし、

国からの施策であっても、この予算書に載ってきて、そしてそれをどうかというふうに
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判断がされれば、私たちは反対せざるを得ないと、このように思います。ということか

ら、この予算に対して、非常に残念なんですけれども、反対いたします。 

（１１番 美濃良和君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    賛成討論、ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    反対討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで討論を終わります。 

  これから、議案第３４号を採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  議案第３４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（起立多数） 

○議長（小椋孝一君）    起立多数です。 

  したがって、議案第３４号は、原案のとおり可決されました。 

◎日程第２ 議案第３５号 平成２８年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算につい 

             て 

○議長（小椋孝一君）    日程第２、議案第３５号、平成２８年度紀美野町国民健康

保険事業特別会計予算について、議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  ５番、田代哲郎君。 

（５番 田代哲郎君 登壇） 

○５番（田代哲郎君）    質疑を行います。 

  まず、歳入の１２９、１３０ページで、１款、国民健康保険税、１項、国民健康保険

税です。国民健康保険税の総計２億２,６０７万９,０００円の計上です。平成２６年度

決算では、２億４,５２５万２,０００円となっています。前年度の予算比で２,６６０

万円の減額計上です。諮問書の国保税算定資料は一般被保険者世帯数で１,６６４世帯、

被保険者数で２,７５１人と予測しています。今年度の実績から３１世帯、８２名の減

ということで、減額計上ということでしょうが、せんだっての町民税のところでも示さ
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れたように、高齢化率が上がっていること、それから町民一人一人の所得が下がってい

るということ、それから人口減ということで、これも被保険者減ということが一番大き

な問題であろうと思いますが、３１世帯、８２名減程度にとどまるとは考えにくいので

すが、その点についてはどう考えられるのか、税務当局の答弁を求めます。 

  それから、１３０ページの国庫支出金、３款です。国庫負担金、それから療養給付費

負担金、２億２,２７３万９,０００円の計上となってます。平成２６年度の決算実績で

２億５,９２６万２,９５８円となってますので、２,８３３万１,０００円の減額となっ

てます。この減額計上について説明をしてください。 

  それから、前期高齢者交付金、１３１ページです。前期高齢者交付金は、前年度分４

億５,２４５万８,０００円、これは現年度分で４億５,２４５万８,０００円です。これ

は、平成２６年度決算では３億７,２２９万７,０００円となってます。これ、ふやして

計上したのはなぜか、説明を求めます。 

  ６款の県支出金も、１３１ページです。県補助金、７,１４５万４,０００円で、これ

も決算では８,２４４万４,０００円となっているはずですが、これも減額計上の理由を

説明してください。 

  ９款、繰入金、１３２ページです。非常に一般会計からの繰入額が大きくて、１目、

一般会計繰入金、１節の一般会計繰入金、１億６,４０８万２,０００円、このうち法定

外繰り入れが１億１,２０３万７,０００円ということで、諮問書ではなっております。

その確認、法定外繰り入れ１億１,２０３万７,０００円ということで確認してよろしい

のか、答弁ください。 

  歳出に移ります。１３４ページから１３５ページで、一般被保険者療養給付費で１目、

療養給付費、１９節、負担金、補助及び交付金で、一般被保険者療養給付費８億５,７

８２万円の計上となってます。これは、前年度計上額が８億９,７００万円の計上額だ

ったと思いますが、一般被保険者療養給付費を減額計上した理由についてお聞かせくだ

さい。 

  それから、２項の退職被保険者療養費ですが、同じページだと思うんですが、１目の

療養給付費で１９節、負担金、補助及び交付金で、退職被保険者療養給付費５,４００

万円ということになってます。前年度７,２００万円の計上でした。退職被保険者療養

給付費を、この減額幅が非常に割合にして大きいので、この減額計上した理由について、

説明を求めます。 
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  ４項、高額療養費は１３５ページです。退職被保険者高額療養費、これも負担金、補

助及び交付金で、退職被保険者の高額療養費１,０４０万４,０００円の計上です。これ、

前年度の計上額が１,３００万円を超えてますので、ここの部分についても、減額計上

した理由についてお聞かせください。 

  ８款、１３８ページに移ります。保健事業費です。１３８から１３９ページにかけて。

特定健康診査等事業費、１目特定健康診査事業費、８６５万１,０００円の計上となっ

ております。従来から、特定健康診査の受診率目標として４０％を掲げてきたんですが、

今後もその目標でいくのかどうか、答弁を求めます。 

  ２項の保健事業費で、疾病予防費、１目です。この中に、１３節、委託料、人間ドッ

ク委託料が１,１６９万１,０００円の計上です。平成２６年度決算では８９６万２,８

９１円ですから、かなり、ちょっと大幅に計上して、人間ドックで疾病予防を図ろうと

いうことだと思います。ただ、国民健康保険の人間ドックというのは、いわゆる共済保

険であるとか、協会けんぽであるとかに比べると、国民健康保険制度の中に人間ドック

の制度があるよということは、かなり知らない人も多いので、この人間ドック事業への

被保険者への周知は今後どうしていくのか、説明してください。 

  以上です。 

（５番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    税務課長、西岡君。 

（税務課長 西岡秀育君 登壇） 

○税務課長（西岡秀育君）    それでは、田代議員の御質疑にお答えいたします。 

  国民健康保険の被保険者、世帯数ではございますが、当初予算につきましては、２７

年の９月現在の比率をもとに算定しております。よって、２７年度の諮問書の差額につ

きましては、当初との比較でございまして、国民健康保険と申しますのは、国民皆保険

制度に伴うもので、共済保険、社会保険等に加入されない方が加入されるという趣旨で

ございますので、今後、加入される方、また喪失される方については、今後の推移を見

ながら考えたいと思っております。 

  以上でございます。 

（税務課長 西岡秀育君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 
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○住民課長（増谷守哉君）    田代議員の御質疑にお答えさせていただきます。 

  まず、予算書の１３０ページになります。３款、１項の１目、療養給付費等負担金で

ございます。これにつきましては、本年度２億２,２７３万９,０００円ということで、

前年度の予算から見てみますと、２,８３３万１,０００円下がってるということでござ

います。これにつきましては、この負担金につきましては、国保財政の健全な事業運営

に資するために、国保組合の療養の給付費等の支給に要する費用について、国が定率の

負担をするための負担金でございます。 

  平成２８年度の当初の負担金額につきましては、平成２７年の年内の実績、それから

２８年度の予算の推定を算出して出したものでございます。 

  この負担額には、療養給付費分、それから老人保健医療費拠出金分、それから後期高

齢者支援金分、前期高齢者納付金分、それから介護納付金分、この五つの項目によって

金額が、負担金が構成されているものでございます。 

  このうち、療養給付費分で、平成２７年度に比較しまして、約４,３００万円の減額

となってございます。後期高齢者支援金分におきましては、前年度、２７年度と比較し

まして１,７００万円の増額、それから介護納付金分で約２００万円の減額、この合算

額で前年度より約２,８００万円の減額となったという内訳になってございます。これ

により減額になったということでございます。 

  次、１３１ページ、５款、１項、１目、前期高齢者交付金で、これにつきましては、

本年度４億５,２４６万８,０００円、前年度に比較しまして増額、５,６００万円以上

ふえているということでございます。 

  これにつきましては、高齢者の医療の確保に関する法律第２３条の規定により交付さ

れる交付金で、７５歳未満の加入者数に応じて、前期高齢者医療を負担するよう、財政

調整を行うもので、診療報酬支払基金から前期高齢者の交付金が交付されるものでござ

います。 

  これにつきましては、過去３年間の実績等を勘案しまして、推定額を出したものでご

ざいます。これによりまして、前年度より増額になったというものでございます。 

  次に、同じページの６款、２項、１目、県補助金の予算で７,１４５万４,０００円、

前年度に比較しまして減額になってございます。 

  これにつきましては、その右の第１節の財政対策補助金、これにつきましては、前年

度よりも、大体２６万２,０００円減額となっているものです。それと、２節の県調整
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交付金におきまして、第１号の交付金、これにつきましては、前年度比較、２,１６６

万５,０００円の減額となっているものでございます。 

  同じく、その下の２号交付金につきましては、今、６万円の増額となっているもので

ございます。これに合計額ということで、本年度、減額となったものでございます。 

  それと、次のページ、１３２ページの９款、１項、１目、一般会計繰入金の第１節の

一般会計繰入金、このうち、１億６,４０８万２,０００円、このうち、法定外繰入額が

１億１,２０３万７,０００円かということであったかと思います。法定繰入額はこのと

おりでございます。 

  次、１３４ページ、歳出の分でございます。 

  これの第２款の１項、１目の療養給付費の一般被保険者療養給付費、これにつきまし

ては、本年度８億５,７８２万円、前年度は８億９,７００万円ということで、約４,０

００万円の減額になってございます。 

  これにつきましては、過去の実績より推計をいたしまして、月当たり７,１４８万５,

０００円の支出となるということで、１２カ月を想定いたしましてこの金額になったも

のでございます。あくまで、過去の実績から見た推計額ということでございます。 

  その次、１３５ページ、２款、２項の１目の療養給付費、これにつきましても、過去

の実績より推計いたしまして、月当たり４５０万円の１２カ月ということで５,４００

万円ということで見積もってございます。 

  その次、同じページの第２款の４項の２目、退職被保険者高額医療費、これにつきま

しても、推計によって算出してございます。本年度につきましては、１,０４０万４,０

００円、この金額は、月当たり８６万７,０００円の１２カ月ということで見積もった

ものでございます。これにより、前年度より減額となってございます。 

  それから、１３８ページの８款、１項、１目の特定健康診査等事務費でございます。

この率なんですが、平成２５年度の実績からいいますと、受診率が３４.８％、県下で

は７位でございました。平成２６年度につきましては３６.６％ということで、１.８％

ほど上がってます。これによりまして、２５年、７位だったものが、２６年度には５位

に上がったということでございます。受診の対策、非常に職員一生懸命やっているんで

すが、なかなか目に見えてすぐに大きく上がってこないということでございます。４

０％、当初見越していたんですが、できるだけ可能性のある数値ということで、昨年度

においては３８％を目標にしてございます。余り大きい、可能性のないところを置いて
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いくというのは、非常に苦しいところがありますので、達成ができるであろうという、

その頑張りができるというところのポイントを置いてるというのが現状でございます。

今後においても、そういうふうな形で進めていきたいと考えています。 

  それから、１３９ページ、第８款の２項の１目の疾病予防費でございます。これにつ

きましては、内容で、人間ドックの委託料なんですが、前年度よりふえてございます。

これ、説明資料の１１６ページなんですが、詳細の費用等の明細が載ってございます。

これについては、対象者人数をふやしていくということで、できるだけ多くの方に受け

ていただきたいということで、こちらからも病院のほうにお願いしてふやしていただい

ているということで、金額的にふえてきているというのが現状でございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ５番、田代哲郎君。 

○５番（田代哲郎君）    国民健康保険税についてですが、２７年６月の実績で判断

しているということで、これから入ってくる人もあれば、出ていく人もあるだろうから、

一概にどうということは言えないということだと思います。入ってくるって、リタイア

して入ってくるか、失業して入ってくるかと、今まで勤めていた協会けんぽに入ってい

た人が失業して入ってくるとか、それから今まで勤めて定年退職してリタイアで入って

くるとかということで、そんなに多くは望めないかなという気もします。 

  世帯数と、いわゆる被保険者数だけを考えれば、もちろん保険税がどうなるかという

のは、被保険者の所得であるとか、それから高齢化がどうなるのかとか、そういうこと

もあって、そういうことも加味していかないと考えにくいんですが、やっぱりもっとシ

ビアに考えとったほうがいいんではないかと、結構、人口減の状況から考えたら、減っ

ていくんじゃないかというふうに思います。その点については、どうお考えなのか答弁

ください。 

  それから、国庫支出金等についてはわかりました。 

  繰入金もわかりました。非常にすぐれた施策だと思います。 

  それから、歳出なんですが、一般被保険者の保険給付費が過去の実績でということで、

下げてる部分が多いので、特に退職被保険者の給付費というのは、前年度で７,２００

万円の計上を１,８００万円下げて計上しているという、これも実績から推計したもの

ですという、全部これ実績推計なんですけども、１人当たりの被保険者の医療費で見た
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ら、県下断トツなんですよね、医療費が。かつては、問題にしていったのは、被保険者

が減っていくのに医療費は伸びるという、こういう現象が起こるというのは、この断ト

ツに医療費が高いという、ここのところも考えたら、そんなに推計で医療費の見積もり

を全て下げていくということは、ちょっと給付費が減ってくるよというのは考えにくい

というふうに思います。その点について、推計やからということだけで、こうなるんだ

という数字だけのことなのか、将来を見通したら、もっと給付費が上がる可能性はある

ということなのか、答弁ください。 

  それから、１３８、１３９ページの保険事業費で、特定健康診査等事業費の中で、８

６１万円という計上ですが、平成２６年度で３６.６％の受診率で県下５位であって、

もう４０％目の前に上がるんですけど、だったら、もう、とりあえず３８％、何か目標

下げて到達できるようにしようよと、それは現実的かもわかりませんけども、やっぱり

受診勧奨であったり、いろんなことをやってますので、受診率がかなり上がってきたな

ということで、３８％でもいいんですけども、できるだけ現在の努力を保健福祉の担当

者の皆さんには、頑張っていただきたいと思います。その点について、決意をお答えく

ださい。 

  それから、人間ドックなんですけど、病院でとか、医療機関で勧めてもらってるとい

う答弁、そんなニュアンスでしたが、勧めてもらっても、それでも行ってるんでしょう

けど、国保に人間ドックがあるよというのは余り知られてないように思うんですけど、

だから何らかの形で、それを周知するというか、ＰＲする必要があるんと違うかなと、

そういうことで、ちょっとでも医療給付費を減らせたら、ちょっとでも減らしていける

ように、できたらやっぱり成果だと思うんで、そういう点のことができないかどうか、

お尋ねいたします。 

  以上です。 

○議長（小椋孝一君）    税務課長、西岡君。 

○税務課長（西岡秀育君）    田代議員の質疑にお答えします。 

  田代議員がおっしゃるとおりでございますが、しかしながら、国民健康保険の制度と

申しますのは、課税につきましては、所得割、資産割、そして均等割、そして世帯割で

構成されております。当然、加入者の把握ではございますが、加入される方、私たちが

加入してくださいという形で勧誘はできません。ですから、入られる方、もしくは出ら

れる方、中には社会保険に入られる方で喪失される方もございます。当然、亡くなられ
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て喪失される方もございます。転出される方もございます。転入される方の中にも、社

会保険に加入されとる方もございます。よって、税務課といたしましては、ある一定の

実績をもとに、世帯、人員を算出しております。また、所得につきましては、住民税を

参考にしております。ことしにつきましては、住民税の説明もいたしましたが、給与所

得者については、ほぼ安定していますが、個人の営業等については、やや景気がまだ見

通しがつかないような状態になってますので、ことしについては、所得割については、

約５％の下げを見込んでおりますということで、御理解を賜れば幸いかと思います。 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、増谷君。 

○住民課長（増谷守哉君）    田代議員の再質疑にお答えさせていただきます。 

  １３４ページ、１３５ページの療養給付費、前年度より下がっているということでご

ざいます。これについては、また下がっていくのかというふうな御質疑であったかと思

います。この当初予算につきましては、２７年の年末というんですか、１１月以降作成

するものでございます。それの実績といいますと、２７年４月から年末までの、とれる

実績をもとに推測をやっていくということで、それに基づいて、２８年度の、直近の実

績から見た推定額ということで見たものでございます。実際、この３月まで見てみます

と、下がるというふうな状況ではないような感じであります。ただ、私ども、どうして

もそういう根拠から基づいて算出していくということでございますので、またこれが補

正等で、実際、足らなくなってくれば、また上げていくということでよろしくお願いし

たいと思いますので、御理解賜りたいと思います。 

  医療費というのは、どうしても非常に不明確というんですか、病気になる方が多くな

れば金額が上がってくるし、年度によっても多い少ないがあるという状況でありますの

で、当初予算の、ちょっと今低くなってるんですが、そういうことで御理解お願いしま

す。 

  特定健診、１３８ページの、一生懸命やってるんだが、なかなか上がってこないとい

うことで、２７年度の事業につきましては、特定健診はどういう内容かということをち

ょっと説明させていただきますと、一つは特定健診の未受診者対策ということで、受け

ていただけない方に対しての推奨というんですか、受けてくださいよというふうな事業、

それから受診推奨判定値を超えている方、数値的に、非常にメタボになっているよとい

う方については、特にそういう方にパンフレット、また電話等で受けてくださいという

ふうな周知を図っていくという事業、それから昨年初めて受けられた方への特定健診の
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継続受診対策、一度受けられた方に続けて受けてくださいというふうな対策、それから

生活習慣病の１次予防に重点を置いた早期改善のための受診勧奨ということで、とにか

く受けてくださいということで、こういうふうな四つの事業を展開しながら行ってござ

います。特定健診を強力に進めていくことにより、医療費の削減、また皆さんの健康が

図られていくということで、町としても、ここへ力を入れてまいりたいと考えてござい

ますので御理解を賜りたいと思います。 

  それから、１３９ページの８款、２項、１目の疾病予防でございます。この人間ドッ

クの周知でございますが、広報等ではもちろん紹介させていただいたり、パンフレット

等でも保険証等の送付のときに同封して、詳細な紹介をさせていただいているところで

ございます。一生懸命そういうことで周知をしてございますので御理解いただきたいと

思います。 

  以上、説明とさせていただきます。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで質疑を終わります。 

  これから議案第３５号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第３５号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３５号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第３ 議案第３６号 平成２８年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予算 

             について 

○議長（小椋孝一君）    日程第３、議案第３６号、平成２８年度紀美野町国民健康

保険診療所事業特別会計予算について、議題とします。 
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  これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで質疑を終わります。 

  これから議案第３６号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第３６号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３６号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第４ 議案第３７号 平成２８年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算について 

○議長（小椋孝一君）    日程第４、議案第３７号、平成２８年度紀美野町後期高齢

者医療特別会計予算について、議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  ５番、田代哲郎君。 

（５番 田代哲郎君 登壇） 

○５番（田代哲郎君）    それでは、後期高齢者医療特別会計で質疑いたします。 

  １６８ページの１款、保険料、１項、後期高齢者医療保険料、そして１目、後期高齢

者医療保険料、８,８３６万９,０００円の計上となっております。前年度に比べて４０

２万５,０００円減ということで、この減額計上というのは、保険料率が改定されたも

のによるものなのか、答弁を求めます。 

  それから、歳出に移ります。 

  歳出で、１７１ページ、後期高齢者医療広域連合納付金、項も目も一緒です。負担金、

補助及び交付金で、後期高齢者医療広域連合納付金が３億１,９４１万４,０００円で、

前年度当初予算よりは１,１７５万５,０００円ほど減額で計上されてます。国保のほう

は、１人当たりの医療費が県下で断トツなんですが、後期高齢者医療に関しては、断ト
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ツではないんです。結構低いんです、１人当たりの医療費が。一番断トツになってるの

が、和歌山市、紀の川市、かつらぎ町、それから高野町と、この辺は断トツですが、紀

美野町はどっちかというと下のほうで、県を１００として、９０から９５未満というと

ころで、かなりちょっと低いところにいってるんです。当然、このことは把握しておら

れるだろうと思うんですが、国保と後期高齢者医療の、この違いが何でそういうことに

なるのか、ちょっと難しいと思うんですけども、どう考えておられるのか。その点につ

いて答弁ください。 

（５番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    税務課長、西岡君。 

（税務課長 西岡秀育君 登壇） 

○税務課長（西岡秀育君）    それでは、田代議員からの御質疑にお答えいたします。 

  １款、１項、１目の保険費ではございますが、田代議員のおっしゃられたとおり、こ

としにつきましては、２８年、２９年につきましては所得割、そして均等割の変更がご

ざいます。その改定に伴うものと考えております。 

  以上でございます。 

（税務課長 西岡秀育君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    田代議員の質疑にお答えさせていただきます。 

  １７１ページの２款、１項、１目の後期高齢者医療広域連合納付金ということで、後

期高齢者のほうが国保より順位というんですか、小さいということであります。後期高

齢者の、県下全域の高齢者数というんですか、被保険者数を率的に言いますと、紀美野

町はかなり低いところにあるというふうになってます。紀美野町は高齢化が進んでいる

んですが、ほかに多いところがまだ多くあるということで、国保ではかなり上位の４位

ぐらいになってるということで、その辺の率の違いということで、紀美野町が後期高齢

の中では、順位的には下がってるというふうな解釈を私どもとしてはしているところで

ございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ５番、田代哲郎君。 
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○５番（田代哲郎君）    確かに、県下の状況で見たら、幾つかの自治体で後期高齢

者医療保険の加入者、被保険者が下がってる、その減ってるうちに紀美野町も入ってい

るんです。だから、全体の医療費は被保険者が減っていくということで説明つくと思う

んです。ただ、ここで比較してるのは、１人当たりの医療費なので、国保のほうで言う

たら、１人当たり医療費は県下断トツなのに、７５歳以上になったら病気しないって、

病気する率が下がるって、そんなことが考えられるんかどうか、ちょっと見当がつかな

いんですけど。その辺どうなのか、答弁を求めます。 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、増谷君。 

○住民課長（増谷守哉君）    これにつきましては、７５歳以上の方については、介

護支援等の介護サービスを利用しているためということで、そういうこともございます

ので、御理解を賜りたいと思います。介護予防ですね、済みません。 

  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで質疑を終わります。 

  これから議案第３７号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

  ５番、田代哲郎君。 

（５番 田代哲郎君 登壇） 

○５番（田代哲郎君）    別に、この予算が不適当な予算になってるということでは

なしに、後期高齢者医療制度は高齢者を年齢というカテゴリーだけで区別して、他のあ

らゆる公的医療保険へ加入を認めないという、だから、今扶養家族になってる人も、そ

の年齢に達したら、後期高齢者医療制度へという、年齢だけで区別して送られるという、

高齢者の尊厳を踏みにじった医療制度であります。 

  私たちは、国民の苦難に寄り添うという立場から、理不尽な制度の廃止をずっと求め

続けています。こういうふうに年齢だけでこの保険に入りなさいという、たとえ現職で

７５歳を過ぎて働いている人でもこの制度に入らなければならないというのは、非常に

高齢者の尊厳を踏みにじったやり方ということで、制度そのものの存在に反対して、そ

の運動を続けてきてますので、この平成２８年度当初予算にも、そういう立場から反対

せざるを得ませんので、反対を表明します。 

  以上です。 
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（５番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    反対討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第３７号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を願います。 

（起立多数） 

○議長（小椋孝一君）    起立多数です。 

  したがって、議案第３７号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第５ 議案第３８号 平成２８年度紀美野町介護保険事業特別会計予算について 

○議長（小椋孝一君）    日程第５、議案第３８号、平成２８年度紀美野町介護保険

事業特別会計予算について、議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  ５番、田代哲郎君。 

（５番 田代哲郎君 登壇） 

○５番（田代哲郎君）    歳入で、１８４ページ、事務費繰入金３,７１０万円とい

うのがありますよね。一般会計繰入金、事務費繰入金が３,７１０万円、これ、前年度

は１,９４７万６,０００円で１,７００万円ほどの増額になってます。人件費がふえた

という説明であったと思います。この部分と、それからここはこれで、歳出にそのまま

移ります。１款、総務費、１８６ページです。これに関連して、１項の総務管理費、一

般管理費で２節に給料があります。一般職給、８９２万３,０００円で３名分の人件費

という説明です。一般管理費に従来はなかった給料を計上して、どんな事業に取り組む

のか説明してください。 

  ２款の保険給付費は１９０ページです。２款、保険給付費、２項、介護予防サービス

給付費、介護予防サービス等諸費です。５目、介護予防サービス計画給付費、１９節、
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負担金、補助及び交付金で、介護予防サービス計画給付費、８７３万円の計上で、前年

度は７３４万円ですから、１３８万円ほどの増額計上となってます。説明では平成２７

年度決算見込みに伴う増額ということだったと思いますけど、２７年度の決算見込みと

いうことで、介護予防サービス計画給付費がふえたのだろうと思いますが、ふやして計

上した、どういうことでふえたのか、もう一度詳しい説明をしてください。 

  それから、１９１ページに移りまして、６項の特定入所者介護サービス等費です。１

目、特定入所者介護サービス等費で、負担金、補助及び交付金で、特定入所者介護サー

ビス費、９,５５２万円の計上で、前年度の８,８００万円から６００万円ほどふえてい

るんですかね、特定入所者介護サービス等費をふやして計上する理由についてお尋ねい

たします。 

  以上です。 

（５番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    保健福祉課長、宮阪君。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 登壇） 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    それでは、田代議員の御質疑にお答えいたします。 

  １８４ページ、繰入金ということでございます。６款、繰入金、１項、一般会計繰入

金、４目、事務費繰入金ということで、金額が上がってございます。それに伴い、次の、

めくっていただいて、１８６ページで１款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管

理費の２節、給料でございます。ここで、給料の額が上がっておる内訳ということでご

ざいます。 

  これにつきましては、一般会計で一括計上していた町職員人件費を特別会計の業務に

応じ、明確化を図るために計上いたしました。内訳につきましては、職員３名分でござ

います。福祉課２名、それから税務課１名でございます。 

  続きまして、１９０ページをお願いいたします。 

  ２款、保険給付費、２項、介護予防サービス等諸費、５目、介護予防サービス計画給

付費でございます。どういうことでふえたのかという御質疑でございます。 

  これにつきましては、介護予防のケアプラン料、サービス計画給付費でございます。

２６年度決算から見てみますと、９７.３％でございますが、２７年度から見てみます

と、１１８.８％ということでふえてございます。内訳につきましては、延べ１,７７１

人から１,９８０人に伸びたものでございます。月に換算しますと、１４７.５人から１
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６５人にふえたものでございます。 

  続きまして、１９１ページをお願いいたします。 

  ２款、保険給付費、６項、特定入所者介護サービス等費、１目、特定入所者介護サー

ビス等費でございます。これにつきましても、ふえた理由ということでございます。 

  これにつきましては、昨年８月から施設入所者に対する補足給付、過去から補足給付

はございますが、８月から、特に預貯金関係で補足給付が受けられない方も中にはいら

っしゃいました。非課税の第一段階で５名、それから、８０万円以下の世帯で２段階で

１７０人、それから８０万円以上の３段階で５３人ということでございます。 

  ここで見てみますと、２６年度決算で９７.４％でございますが、２７年度を見たと

きに１０７.５％の上昇でございます。 

  以上、お答えといたします。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ５番、田代哲郎君。 

○５番（田代哲郎君）    １点だけ。私の理解力の悪さがあるかもしれませんけど、

特定入所者介護サービス等費でふやして計上したのは、そういう補足給付を受けられな

い人の給付ということなのか、その辺、再度説明ください。 

  以上です。 

○議長（小椋孝一君）    保健福祉課長、宮阪君。 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    田代議員の再質疑でございます。 

  １９１ページの１目、特定入所者介護サービス等費でございます。 

  本来、昨年８月から預貯金の関係で受けられない方があれば、減額になるのが当たり

前なんですが、全体的に上がってるということで、２７年度見込みでは９,５０２万２,

０００円というふうな見込み額が出てございます。そこを加味して予算を計上したもの

でございます。 

  以上、お答えといたします。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで質疑を終わります。 

  これから議案第３８号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第３８号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３８号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第６ 議案第３９号 平成２８年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計 

             予算について 

○議長（小椋孝一君）    日程第６、議案第３９号、平成２８年度紀美野町のかみふ

れあい公園運営事業特別会計予算について、議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  １１番、美濃良和君。 

（１１番 美濃良和君 登壇） 

○１１番（美濃良和君）    それでは、２０８ページの歳入で、使用料について、２

目の農林業施設使用料というのがあります。ここでは１０６万円が上げられています。

前年に比べて１６万５,０００円減額になっている提案なんですけれども、だんだんふ

れあい館もパークゴルフについては、ふれあい公園を頑張ってくれてるわけなんですけ

れども、このふれあい館については、なかなか厳しいような状況で、最近は利用される

方々も、なかなか入って利用してくれないと。そういうふうな面があって厳しいように

聞きます。ふれあい公園というのは、お金もとらないと、そういう点で多くの方々があ

りがたいということで来てくれてるんですけれども、だからといって食事もとってくれ

なければ、なかなか土産も買っていってくれないと、このような状況にあるようであり

ます。 

  話を聞くと、だんだん厳しくなってくる、このままいって、今頑張ってくれてる方々

も、頑張り切れないというふうになってきた場合にどうなってくるのか。指定管理者で、

今、他の施設をうちはやってるんですけれども、ふれあい館については、これは指定管

理ということになっていなくて、町が貸して、そして使用料、５％でしたか、もらって
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ると思うんですけど、これについて、一度考え直す必要が出てきてるんではないかとい

うふうに思いますが、その点についてお聞きしたいと思います。 

（１１番 美濃良和君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    本日の会議時間は、議事の進行の都合により、延長したい

と思います。 

  産業課長、大窪君。 

（産業課長 大窪茂男君 登壇） 

○産業課長（大窪茂男君）    美濃議員の御質疑にお答えいたします。 

  ２０８ページの１款、１項、２目、農林業施設使用料、１０６万円でございます。前

年に比べて１６万５,０００円の減額となってございます。観光施設等の使用料におき

ましては、前年よりか伸びてるような状況でございますが、農林業施設の利用料につい

ては、平成２６年度は前年に比べて８８.６％ということで落ちてございます。このま

まではどうなのかということでございますが、一応、平成２６年１０月にこの施設の要

望から協議をいたしまして、売り上げの４％と、今のところしてございます。 

  今後の指定管理者制度につきましては、一応検討をする必要があるのかなと考えてご

ざいます。 

  以上、答弁とさせてもらいます。 

（産業課長 大窪茂男君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで質疑を終わります。 

  これから議案第３９号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第３９号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３９号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第７ 議案第４０号 平成２８年度紀美野町農業集落排水事業特別会計予算につい 

             て 

○議長（小椋孝一君）    日程第７、議案第４０号、平成２８年度紀美野町農業集落

排水事業特別会計予算について、議題とします。 

  これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで質疑を終わります。 

  これから議案第４０号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第４０号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第４０号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第８ 議案第４１号 平成２８年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計予算につい 

             て 

○議長（小椋孝一君）    日程第８、議案第４１号、平成２８年度紀美野町野上簡易

水道事業特別会計予算について、議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  ６番、西口 優君。 

（６番 西口 優君 登壇） 

○６番（西口 優君）    ２３５ページの１３節、委託料の中で、この間の説明の中

で漏水調査委託料というの、ここに２カ所漏れてるという、普通やったら水道なんて、

漏れたらもうすぐに修理するというもんやけど、２カ所漏れてるというところで、こう
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いう中で、こんなんに出てくるということについては、以前から漏れてるんでしょうと、

こういうふうな認識をするわけなんですよ。そうしたら、これは、いつから漏れてるん

やろうなと、こういうふうに考えてしまって、本来やったら、普通は、もう水道に関し

ては、漏れたらすぐに修理するというのが原則だと思うんですけど、こういうところで

漏れてるという、予算書に出てくるということについては、一体、いつから漏れてるの

よと、こんなに考えるのが普通と思います。 

  だから、漏れてるということについては、当然、くみ上げてる水があって、使用料を

引いた分が漏れてる、そういうふうに勘定すると思うんですけどね、この中で、有収率、

お金にかわる部分、それは一体どのぐらいの推移で、漏れてるのは、２４時間漏れてる

ということだし、だからそういうふうに考えたときに、有収率というのはどういうふう

なものかなと。 

  それと、いつから漏れてるということが、もしわからないのがあったら、業者に対す

る水道工事に対して、瑕疵担保なんて、今までやったことがあるのかなと、そういうふ

うに思うんですけど、その点についても尋ねたいと思います。 

（６番 西口 優君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    水道課長、田中君。 

（水道課長 田中克治君 登壇） 

○水道課長（田中克治君）    西口議員の御質疑にお答えします。 

  今言われました委託料、漏水調査委託なんですが、２カ所の漏れではなく、有収率を

上げるために、漏れてる箇所を調査、探してみましょうということで、調査の内容なん

ですけども、漏れてる箇所じゃなしに、現場の下見調査、図面と現地の照合をいたしま

して、栓とか弁類の音響調査というんですけども、器具を当てることによって流量、水

が流れてる、それが漏れてる場合が、その音響調査ということで、専門家にはわかると

いう調査をしてます。その後、また路面音聴調査ということで、配水管が通ってる道路

を円盤みたいなもので、音響を探しながら、漏れてる箇所については、高音の音を出す

ようなんです。それは、ちょっと僕の耳では聞けません。専門家がそういう調査をして

ます。 

  そして、今回上げてる分は、ずっといつから漏れてるかということなんですが、あく

までも調査ということなので、漏れ、見つかったらすぐに、今おっしゃられたように工

事してます。それで、これはあくまでも調査ということで御理解をお願いしたいと思い
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ます。 

  それから、有収率についてなんですが、２５年で、町全体でお答えさせてもらいます。

８０.４％、２６年で８１.２％、若干ですが、有収率上がってます。というのも、美里

等で今おっしゃった漏水調査をすることによって、漏れ等を探し当てて、そこを工事す

るようにしてます。その結果ではないかと思われます。 

  それと、最後に水道工事の瑕疵担保はあるのかということなんですが、一応、工事に

ついては、瑕疵担保ということで、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相

当の期間を定めて、その瑕疵の修理を要求し、または修理にかえ、もしくは補修ととも

に、損害の賠償を請求することができるということを工事契約に定めております。 

  以上、簡単ですが、答弁とさせていただきます。 

（水道課長 田中克治君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ６番、西口 優君。 

○６番（西口 優君）    有収率が８０％、これが高いんやら、低いんやら、ようわ

からんのやけど、早い話が２割という水が流れてるということですな、これは考えよう

によったら、有収率というのは、もっと、１００％は不可能であっても、それに近いよ

うな数字だったら、普通だったらその分だけ水道料金が低いはずやし、低くできるはず

やと思うわけよ。これ以上上げるのは無理かもわからん、実際問題として、そこらで漏

れて、気がついてからとめるということになるから、仕方ないかもわからんけど、もっ

とこれをだんだん上げていく方向に持っていくしかないんじゃないかな。 

  それと、今の瑕疵担保の中で、相当の期間というのは、漠然としたような回答なんで、

例えば、１年でも、半年でも、ただそういうふうな期間というのが定められてあったほ

うが確かな話やけど、あくまでも相当の期間というのは、何を指して相当の期間かなと

思うてしまうわけなので、ちょっと尋ねたいと思います。 

○議長（小椋孝一君）    水道課長、田中君。 

○水道課長（田中克治君）    西口議員の再質疑に関してなんですが、有収率を上げ

るためにということで、今おっしゃったように、漏水修理、毛原簡水が低いので、それ

について、漏水修理を行い、上げていきたいと思います。 

  ちなみに、８０％、町内全体なんですが、上水については９３.３％、野上簡水は８

５％というふうに、全てが２０％の漏水ということではないです。 

  それと、老朽等によりまして、管の耐震化等、今、工事するのは進めております。そ
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れによって、耐震をしてますので、漏水も徐々にではありますが、減っていくのではな

いかなと思っております。 

  それとあと、約２６３キロの配管延長がありまして、全てが道を通ってるわけでもな

く、山の中の里道等を通っているところもありまして、漏水調査をするにも、湧水等が

ありまして、なかなか思うようにいっていないのが現状なところです。できる限り、有

収率を上げるために、漏水があるときには、すぐに工事現場に駆けつけるようにはして

います。夜間についても、職員を、すぐにできるよう、当番制でそのことに対しても、

工事現場にすぐ行けるようにということで頑張っております。それで御理解いただけた

らと思います。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで質疑を終わります。 

  これから議案第４１号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第４１号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第４１号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第９ 議案第４２号 平成２８年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計予算につい 

             て 

○議長（小椋孝一君）    日程第９、議案第４２号、平成２８年度紀美野町美里簡易

水道事業特別会計予算について、議題とします。 

  これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで質疑を終わります。 
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  これから議案第４２号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第４２号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第４２号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第１０ 議案第４３号 平成２８年度紀美野町上水道事業会計予算について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１０、議案第４３号、平成２８年度紀美野町上水道

事業会計予算について、議題とします。 

  これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで質疑を終わります。 

  これから議案第４３号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第４３号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第４３号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第１１ 議員派遣の件について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１１、議員派遣の件について、議題とします。 
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  お諮りします。 

  議員の派遣については、お手元に配付のとおり派遣することにしたいと思います。御

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議員の派遣については原案のとおり派遣することに決定しました。 

◎日程第１２ 閉会中の継続審査の申し出について（産業建設常任委員会） 

○議長（小椋孝一君）    日程第１２、閉会中の継続審査の申し出について、議題と

します。 

  産業建設常任委員長から、目下、委員会において審査中の、陳情第１号について、会

議規則第７５条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審

査の申し出があります。 

  お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに、御異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたし

ました。 

◎日程第１３ 閉会中の継続調査の申し出について（総務文教常任委員会） 

◎日程第１４ 閉会中の継続調査の申し出について（産業建設常任委員会） 

◎日程第１５ 閉会中の継続調査の申し出について（議会運営委員会） 

○議長（小椋孝一君）    日程第１３、日程第１４及び日程第１５、閉会中の継続調

査の申し出について、一括議題とします。 

  初めに、総務文教常任委員長から、所管事務のうち、会議規則第７５条の規定により、

お手元に配付いたしましたとおり特定事件の調査事項について、閉会中の継続調査の申

し出があります。 

  お諮りします。 

  委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 



－９７－ 

  したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたし

ました。 

  次に産業建設常任委員長から、所管事務のうち、会議規則第７５条の規定により、お

手元に配付しましたとおり特定事件の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出が

あります。 

  お諮りします。 

  委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたし

ました。 

  次に、議会運営委員長から、次期定例会（定例会までの間に開かれる臨時会を含む）

の会期日程等の議会運営に関する全ての事項について、会議規則第７５条の規定によっ

て、お手元に配付しましたとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。 

  委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたし

ました。 

  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 閉 会 

○議長（小椋孝一君）    これで本日の会議を閉じます。 

  平成２８年第１回紀美野町議会定例会を閉会します。 

（午後 ５時１６分） 



－９８－ 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 平成２８年３月２３日 
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